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『
河
南
程
氏
遺
書
』
訳
注
（
一
）

『
程
氏
遺
書
』
研
究
会

は
し
が
き

牛
　
尾
　
弘
　
孝
　
　
　

　

程
顥こ

う
（
一
〇
三
二
～
一
〇
八
五
）、
字
は
伯
淳
、
諡

お
く
り
なは

純
公
、
明
道
先
生
と
称
さ
れ
る
。
程
珦き

ょ
う（

一
〇
〇
六
～
一
〇
九
〇
。
字
は
伯
温
、
河
南
省

洛
陽
の
人
。
諸
州
の
知
事
を
歴
任
し
、
太
中
大
夫
〔
従
四
品
〕
を
以
て
致
仕
す
る
）
の
長
男
と
し
て
、
仁
宗
の
明
道
元
年
（
一
〇
三
二
）、
黄
州
（
湖
北

省
）
の
黄こ

う

陂ひ

県
に
生
ま
れ
た
。
仁
宗
の
嘉
祐
二
年
（
一
〇
五
七
）
三
月
、
程
顥
二
十
六
歳
の
と
き
進
士
に
及
第
、
同
年
の
及
第
者
に
曾
鞏

き
ょ
う 

（
一
〇
一
九
～
一
〇
八
三
）、
張
載
（
一
〇
二
〇
～
一
〇
七
七
）、
蘇
軾
（
一
〇
三
六
～
一
一
〇
一
）、
蘇
轍
（
一
〇
三
九
～
一
一
一
二
）
兄
弟
な
ど
が
い

た
。
そ
の
翌
年
、
京
兆
府
鄠こ

県
（
陜
西
省
戸
県
）
の
主
簿
（
年
貢･
租
税
の
出
納
と
帳
簿
の
記
入･

消
去
を
つ
か
さ
ど
る
）
の
役
職
を
ふ
り
だ
し
に

（
池
生
春･

諸
星
杓
編
『
明
道
先
生
年
譜
』
に
よ
る
。
楊
希
閔
編
『
宋
程
純
公
年
譜
』
で
は
、
嘉
祐
二
年
に
進
士
及
第
、
そ
の
年
に
鄠
県
の
主
簿
を
授
け
ら
れ
、

翌
三
年
に
鄠
県
に
赴
任
と
あ
る
。
姚
名
達
著
『
程
伊
川
年
譜
』
に
は
、
嘉
祐
四
年
、
明
道
二
十
八
歳
の
と
き
主
簿
に
任
命
さ
れ
た
と
し
、
そ
の
根
拠
に
程
頤

の
「
明
道
先
生
行
状
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、「
明
道
先
生
行
状
」
に
そ
の
年
次
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
従
え
な
い
）、
江
寧
府
上
元
県
（
江
蘇
省
首
都

市
）
の
主
簿
、
沢
州
（
山
西
省
）
晋
城
県
の
県
令
な
ど
を
経
て
、
神
宗
の
熙
寧
二
年
（
一
〇
六
九
）
八
月
、
三
十
八
歳
の
と
き
御
史
台
（
官
吏

の
邪
正
を
監
察
し
、
綱
紀
粛
正
の
任
に
あ
た
る
）
御
史
中
丞
（
長
官
）
で
あ
っ
た
呂
公
著
（
一
〇
一
三
～
一
〇
八
九
。
程
顥･

程
頤
兄
弟
と
親
し
い
交
友
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関
係
を
持
つ
こ
と
に
な
る
）
の
推
薦
で
太
子
中
允
（
皇
太
子
に
か
か
わ
る
文
書
を
つ
か
さ
ど
る
）
を
授
け
ら
れ
、
御
史
台
に
付
属
す
る
察
院
の
監
察

御
史･

裏
行
（
見
習
い
の
役
人
）
を
兼
任
し
た
。
こ
の
熙
寧
二
年
三
月
、
王
安
石
（
一
〇
二
一
～
一
〇
八
六
）
が
中
書
門
下
省
（
中
央
官
庁
の
一

つ
で
民
政
を
つ
か
さ
ど
る
）
の
参
知
政
事
（
副
宰
相
）
に
任
命
さ
れ
、
新
法
（
赤
字
財
政
の
た
て
な
お
し
政
策
）
の
立
案･

実
施
を
果
敢
に
断
行
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
程
顥
は
神
宗
の
た
め
に
至
誠
仁
愛
に
も
と
づ
く
理
想
的
な
君
主
の
道
を
説
き
、
し
だ
い
に
神
宗
や
王
安
石
が
主

導
す
る
現
実
的
な
新
法
の
路
線
と
は
相
容
れ
な
く
な
り
、
外
補
（
地
方
官
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
）
を
願
い
出
た
。
熙
寧
三
年
（
一
〇
七
〇
）
四

月
、
京け

い

西せ
い

路
（
河
南
の
洛
陽
以
西
、
黄
河
以
南
の
全
境
）
提
点
刑
獄
（
裁
判
を
つ
か
さ
ど
る
）
に
任
命
さ
れ
た
が
、
す
ぐ
に
簽せ

ん

書
鎮
寧
軍
（
河
北
省

濮ぼ
く

陽
県
）
節
度
判
官
公
事
（
知
事･

副
知
事
よ
り
下
位
の
属
官
）
に
降
格
さ
れ
る
。
熙
寧
五
年
（
一
〇
七
二
）
十
二
月
、
四
十
一
歳
の
と
き
恩
赦

に
遇
っ
て
洛
陽
に
帰
り
、
父
程
珦
（
六
十
七
歳
）
を
養
う
と
い
う
名
目
で
、
洛
陽
の
竹
木
務
（
将
作
監
に
属
す
る
部
局
で
、
竹
や
木
を
租
税
と
し

て
徴
収
す
る
職
務
）
に
就
く
が
、
五
年
あ
ま
り
家
居
し
て
弟
の
程
頤
と
と
も
に
読
書･

講
学
に
つ
と
め
た
。
熙
寧
十
年
（
一
〇
七
七
）
七
月
、

四
十
六
歳
の
と
き
、
邵
雍
（
一
〇
一
一
～
一
〇
七
七
。
字
は
堯
夫
、
諡
は
康
節
、
河
南
省
洛
陽
の
人
）
が
洛
陽
で
没
し
（
六
十
七
歳
）、
十
二
月
に
張

載
（
一
〇
二
〇
～
一
〇
七
七
。
字
は
子
厚
、
横
渠
先
生
と
称
さ
れ
る
。
鳳
翔
府
〔
陜
西
省
〕
郿び

県
横
渠
鎮
の
人
。
二
程
の
母
方
の
親
戚
）
が
郷
里
に
帰
る

途
中
、
臨
潼ど

う
（
陜
西
省
臨
潼
県
）
で
病
没
し
た
。
神
宗
の
元
豊
元
年
（
一
〇
七
八
）、
四
十
七
歳
の
と
き
扶
溝
県
（
河
南
省
扶
溝
県
）
の
県
令
を

拝
命
し
、
翌
二
年
に
赴
任
す
る
（
姚
名
達
著
『
程
伊
川
年
譜
』
に
よ
る
）。
元
豊
三
年
（
一
〇
八
〇
）、
四
十
九
歳
の
と
き
扶
溝
県
の
県
令
を
辞

任
し
て
潁え

い

昌
府
（
河
南
省
許
昌
市
）
に
程
頤
と
と
も
に
寓
居
し
た
。
翌
四
年
四
月
潁え

い

昌
府
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
潁
州
（
安
徽
省
阜き

陽
県
）
の

知
事
と
し
て
赴
任
し
た
韓
維
（
一
〇
一
七
～
一
〇
九
八
。
字
は
持
国
、
河
南
省
雍
丘
の
人
）
と
交
流
を
持
ち
、
盛
ん
に
議
論
を
か
わ
し
て
い
る
。

こ
の
元
豊
元
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
、の
ち
に
程
門
の
四
先
生
と
称
さ
れ
る
呂
大
臨
（
一
〇
四
六
～
一
〇
九
二
。
字
は
与
叔
、陜
西
省
藍
田
の
人
）、

謝
良
佐
（
一
〇
五
〇
？
～
一
一
二
〇
？
。
字
は
顕
道
、
上
蔡
先
生
と
称
さ
れ
る
。
河
南
省
上
蔡
の
人
）、
游
酢
（
一
〇
五
三
～
一
一
二
三
。
字
は
定
夫
、
廌ち

山
先
生
と
称
さ
れ
る
。
福
建
省
建
陽
の
人
）、
楊
時
（
一
〇
五
三
～
一
一
三
五
。
字
は
中
立
、
亀
山
先
生
と
称
さ
れ
る
。
福
建
省
将
楽
の
人
）
な
ど
が
相
次

い
で
従
学
し
、
研
鑽
を
積
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
に
呂
大
臨･

謝
良
佐･
游
酢
な
ど
高
弟
に
よ
っ
て
、
二
程
の
語
録
が
記
述
さ

れ
始
め
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
く
。
元
豊
五
年
（
一
〇
八
二
）
五
十
一
歳
か
ら
、
没
す
る
元
豊
八
年
に
か
け
て
弟
の
程
頤
と
と
も
に
洛
陽

に
家
居
し
て
読
書･

講
学
に
つ
と
め
た
。
こ
の
こ
ろ
西
京
（
洛
陽
）
は
旧
法
党
の
重
立
っ
た
政
治
家
た
ち
、
た
と
え
ば
富ふ

ひ
つ弼

（
一
〇
〇
四
～
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一
〇
八
三
）、文
彦
博
（
一
〇
〇
六
～
一
〇
九
七
）、呂
公
著
（
一
〇
一
八
～
一
〇
八
九
）、司
馬
光
（
一
〇
一
九
～
一
〇
八
六
）
な
ど
が
隠
居
生
活
を
送
っ

て
お
り
、
二
程
兄
弟
及
び
父
の
程
珦
と
も
交
流
を
持
ち
、
二
程
が
唱
え
た
い
わ
ゆ
る
洛
学
の
母
胎
と
な
る
文
化
の
地
で
あ
っ
た
。
元
豊

六
年
に
は
父
の
程
珦
（
七
十
八
歳
）
を
養
う
と
い
う
名
目
で
、
洛
陽
東
南
の
汝
州
（
河
南
省
臨
汝
県
）
の
酒
房
（
宋
代
、
酒
は
専
売
制
で
国
家
の

重
要
な
財
源
の
一
つ
）
の
酒
税
徴
収
の
監
督
官
に
就
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
元
豊
五
年
か
ら
六
年
の
間
、
劉
絢け

ん
（
一
〇
四
五
～
一
〇
八
七
。

字
は
賢
夫
、
洛
陽
の
人
）
に
よ
っ
て
二
程
の
語
録
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
元
豊
七
年
（
一
〇
八
四
）、
明
道
五
十
三
歳
の
と
き
夫
人
の
彭
氏
（
戸

部
侍
郎
、
彭
思
永
の
三
女
）
が
亡
く
な
り
、
さ
ら
に
翌
八
年
二
月
に
娘
（
孝
女
程
氏
。
時
に
二
十
五
歳
で
未
婚
）
が
、
母
の
死
を
悲
し
む
あ
ま
り

病
死
し
た
こ
と
も
影
響
し
た
の
か
、
程
顥
は
五
月
に
宗
正
寺
（
宗
室
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
）
の
丞
（
次
官
）
に
召
さ
れ
た
が
、
都
の

開
封
に
の
ぼ
ら
ぬ
う
ち
に
六
月
十
五
日
病
没
し
た
。
享
年
五
十
四
で
あ
っ
た
。
程
顥
が
死
去
し
た
元
豊
八
年
（
一
〇
八
五
）、
十
月
に
入
っ

て
弟
の
程
頤
（
五
十
三
歳
）
は
亡
兄
を
河
南
省
伊
川
県
に
あ
る
先
塋え

い
（
先
祖
の
墓
域
）
に
葬
っ
た
。
程
顥
に
は
男
子
が
三
人
あ
っ
て
、
長
男

が
端
懿い

、
次
男
が
端
慤か

く
（
六
歳
で
夭
折
）、
三
男
が
端
本
で
あ
る
。
女
子
も
三
人
あ
っ
て
、
孝
女
程
氏
、
澶せ

ん

娘
（
一
〇
七
一
～
一
〇
七
七
。
七
歳

で
夭
折
）、
早
く
亡
く
な
っ
た
二
人
の
ほ
か
一
人
は
仮
承
務
郎
、
朱
純
之
（
詳
細
不
明
）
に
嫁
し
て
い
る
。

　

程
頤
（
一
〇
三
三
～
一
一
〇
七
）、字
は
正
叔
、諡
は
正
公
、伊
川
先
生
と
称
さ
れ
る
。
程
珦
の
次
男
と
し
て
兄
の
程
顥
に
遅
れ
る
こ
と
一
年
、

同
じ
く
仁
宗
の
明
道
二
年
（
一
〇
三
三
）、
黄
州
（
湖
北
省
）
の
黄
陂
県
に
生
ま
れ
た
（
池
生
春･

諸
星
杓
編
『
伊
川
先
生
年
譜
』、
姚
名
達
著
『
程

伊
川
年
譜
』
に
よ
る
。
程
頤
の
兄
で
あ
る
程
顥
は
明
道
元
年
に
河
南
洛
陽
の
地
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
程
頤
の
手
に
な
る
「
書
先
公
自
撰
墓
誌
後
」

（
底
本
、p.645

）、
同
じ
く
「
先
公
太
中
家
伝
」（
同
上
、p.647

）
を
根
拠
に
し
た
池
生
春･

諸
星
杓
編
『
明
道
先
生
年
譜
』
の
考
察
に
よ
る
と
、
黄
陂
県
の
県

尉
（
軍
事･

警
察
を
つ
か
さ
ど
る
）
役
職
に
就
い
て
い
た
父
の
程
珦
が
、
任
期
の
満
ち
た
あ
と
も
転
任
の
辞
令
を
待
っ
て
黄
陂
に
寓
居
し
て
い
た
明
道
元
年
に

程
顥
は
生
ま
れ
た
と
し
て
い
る
。
程
顥･

頤
兄
弟
は
年と

し
子ご

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
考
察
は
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
）。
父
の
程
珦
は
妻
の
侯
氏
（
一
〇
〇
四
～

一
〇
五
二
）
及
び
程
顥･

程
頤
兄
弟
を
伴
っ
て
吉
州
（
江
西
省
）
廬
陵
県
の
県
尉
、
潤
州
（
江
蘇
省
）
観
察
支
使
（
政
治
の
良
否
を
監
督
す
る
。

観
察
判
官
に
次
ぐ
ク
ラ
ス
）
の
あ
と
、
大
理
寺
丞
（
大
理
寺
は
九
寺
の
ひ
と
つ
で
司
法
を
つ
か
さ
ど
る
。
丞
は
次
官
で
中
央
政
府
の
官
吏
）
と
な
っ
て
虔け

ん

州
（
江
西
省
）
興
国
県
の
知
県
事
の
任
に
就
き
、
さ
ら
に
南
安
軍
（
虔
州
の
南
西
部
）
の
通
判
（
知
軍
事
の
目
付
役
）
を
兼
ね
た
。
仁
宗
の
慶

暦
六
年
（
一
〇
四
六
）、
南
安
軍
の
通
判
を
兼
ね
て
い
た
程
珦
（
四
十
一
歳
）
は
、
部
下
で
司
理
参
軍
（
訴
訟
を
つ
か
さ
ど
る
）
を
務
め
て
い
た
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周
惇
実
（
一
〇
一
七
～
一
〇
七
三
。
原
名
は
惇
実
、
北
宋
第
五
代
皇
帝
英
宗
〔
趙
氏
〕
の
初
名
、
宗
実
の
諱
を
避
け
て
自
ら
周
惇
頤
と
改
名
、
の
ち
南
宋
第

三
代
皇
帝
光
宗
〔
惇
〕
の
諱
を
避
け
て
敦
頤
と
記
載
さ
れ
る
。
道
州
〔
湖
北
省
〕
営
道
県
の
人
）
と
交
友
を
結
び
、
そ
の
風
格
と
学
問
を
見
込
ん
で

程
顥
（
十
五
歳
）
と
程
頤
（
十
四
歳
）
を
従
学
さ
せ
る
。
二
程
に
よ
る
道
学
形
成
に
ど
の
程
度
影
響
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
は
評
価
が
分
か

れ
て
お
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
一
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
程
珦
は
龔き

ょ
う

州
（
広
西
省
壮
族
自
治
区
）
の
知
州
事
や
徐
州
（
江
蘇
省
）
沛
県
の

知
県
事
を
歴
任
し
た
あ
と
、
仁
宗
の
嘉
祐
元
年
（
一
〇
五
六
）
に
都
の
開
封
に
戻
っ
て
国
子
監
（
国
立
大
学
）
の
国
子
博
士
（
教
授
）
と
な
っ

た
た
め
、
程
顥
（
二
十
五
歳
）
と
程
頤
（
二
十
四
歳
）
は
共
に
国
子
監
に
入
っ
て
経
学
の
講
義
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
学
問
も
あ

り
教
育
家
と
し
て
著
名
な
胡
瑗
（
九
九
三
～
一
〇
五
九
。
字
は
翼
之
、
安
定
先
生
と
称
さ
れ
る
。
泰
州
〔
江
蘇
省
〕
如
臯こ

う
の
人
）
が
国
子
監
の
国
子

直
講
（
教
授
）
で
あ
り
（
六
十
三
歳
）、『
易
経
』
の
講
義
を
し
な
が
ら
も
、
該
博
な
知
識
の
み
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
何
の
た
め
に
学
問

す
る
の
か
を
問
う
人
格
者
で
あ
っ
た
。
程
顥
は
嘉
祐
二
年
（
一
〇
五
七
）
三
月
、
二
十
六
歳
の
と
き
進
士
（
殿
試
）
に
及
第
し
て
い
る
が
、

程
頤
は
嘉
祐
四
年
（
一
〇
五
八
）
三
月
、
二
十
七
歳
の
と
き
廷
試
（
殿
試
）
に
落
第
し
て
い
る
（
朱
熹
の
『
伊
川
先
生
年
譜
』〔
底
本
、p.388

〕
に

よ
る
。
姚
名
達
著
『
程
伊
川
年
譜
』〔p.28

〕
も
そ
れ
に
従
う
。
湯
浅
氏
『
近
思
録
』
下
〔p.426

〕、
朱
子
学
大
系
「
程
明
道･

程
伊
川
」
の
市
川
氏
の
解
説

〔p.43

〕
な
ど
で
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
推
察
し
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。
お
そ
ら
く
程
頤
は
、
解
試
に
合
格
し
て
挙
人
に
な
っ
て
い
る
が
、
礼
部
で
行
わ
れ

る
省
試
に
は
合
格
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
朝
廷
で
の
殿
試
に
ま
で
至
ら
ず
、
進
士
の
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
）。
以
降
、
程
頤

は
父
の
程
珦
も
し
く
は
兄
の
程
顥
の
い
ず
れ
か
に
随
行
し
な
が
ら
読
書･

講
学
に
つ
と
め
る
こ
と
に
な
る
。
神
宗
の
元
豊
八
年（
一
〇
八
五
）

六
月
十
五
日
、
程
顥
（
五
十
四
歳
）
が
病
没
し
た
（
程
珦
は
十
年
前
に
七
十
歳
で
致
仕
し
て
い
る
）。
同
年
九
月
（
五
月
と
も
さ
れ
る
）、
門
下
侍
郎
（
門 

下
省
の
副
長
官
、
名
目
の
み
）
の
司
馬
光
（
一
〇
一
九
～
一
〇
八
六
）、
尚
書
左
丞
（
尚
書
省
の
左
丞
相
、
同
上
）
の
呂
公
著
（
一
〇
一
八
～
一
〇
八
九
。

長
男
の
呂
希
哲
は
程
頤
と
同
じ
く
胡
瑗
の
門
下
生
）
ら
の
推
薦
を
う
け
、
翌
年
の
哲
宗
の
元
祐
元
年
（
一
〇
八
六
）
三
月
、
程
頤
五
十
四
歳
の
と

き
崇
政
殿
説
書
（
天
子
に
御
進
講
申
し
上
げ
る
役
目
、
侍
講
よ
り
階
級
が
一
つ
下
。
正
八
品
の
通
直
郎
と
な
り
、
在
京
の
高
官
ク
ラ
ス
に
相
当
す
る
）
に

抜
擢
さ
れ
る
。
し
か
し
年
少
の
哲
宗
皇
帝
（
十
一
歳
）
は
程
頤
の
講
義
の
厳
し
さ
を
畏
怖
す
る
よ
う
に
な
り
、
同
時
期
（
元
祐
元
年
九
月
）

に
翰
林
学
士
（
詔
勅
を
起
草
す
る
。
皇
帝
の
秘
書
官
で
も
あ
り
、
崇
政
殿
説
書
よ
り
も
高
官
）
に
な
っ
た
蘇
軾
（
一
〇
三
六
～
一
一
〇
一
。
字
は
子
瞻せ

ん
、

東
坡
居
士
と
号
す
る
。
眉
州
〔
四
川
省
〕
眉
山
県
の
人
）
と
は
、
洛
党･

蜀
党
と
い
う
旧
法
党
内
で
の
党
派
的
な
争
い
を
引
き
お
こ
す
こ
と 
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に
も
な
っ
た
。
元
祐
二
年
（
一
〇
八
七
）
八
月
二
日
、
程
頤
五
十
五
歳
の
と
き
西
京
（
洛
陽
）
の
国
子
監
の
教
授
と
し
て
転
出
し
た
が
、
崇

政
殿
説
書
在
任
期
間
は
わ
ず
か
に
一
年
半
あ
ま
り
で
あ
っ
た
。
元
祐
五
年
（
一
〇
九
〇
）
正
月
十
三
日
、
程
頤
五
十
八
歳
の
と
き
父
の
程

珦
が
国
子
監
の
官
舎
で
没
し
た
（
享
年
八
十
五
）。
程
頤
は
亡
父
を
兄
の
程
顥
の
と
き
と
同
じ
く
河
南
省
伊
川
県
に
あ
る
先
塋え

い
（
先
祖
の
墓
域
）

に
葬
っ
た
。
程
頤
は
洛
陽
に
家
居
し
て
読
書･

講
学
に
つ
と
め
て
い
た
が
、
元
祐
八
年
（
一
〇
九
三
）
九
月
に
旧
法
党
の
支
援
者
で
あ
っ

た
宣
仁
太
皇
太
后
（
神
宗
の
母
で
あ
り
、
哲
宗
が
年
少
の
た
め
垂す

い
れ
ん簾

の
政
治
を
行
う
）
が
没
し
て
青
年
哲
宗
の
親
政
が
は
じ
ま
る
と
、
紹
聖
元
年

（
一
〇
九
四
）
四
月
、
程
頤
六
十
二
歳
の
と
き
新
法
党
の
章
惇
（
一
〇
三
五
～
一
一
〇
五
。
字
は
子
厚
、
福
建
省
浦
城
県
の
人
）
が
尚
書
左
僕
射や

兼

門
下
侍
郎
（
尚
書
省
の
次
官
と
門
下
省
の
次
官
、
宰
相
に
相
当
す
る
）
と
し
て
政
権
に
返
り
咲
き
、
旧
法
党
の
官
僚
た
ち
に
弾
圧
を
加
え
は
じ
め

た
。
河
北
西
路
安
撫
使
（
軍
政
を
つ
か
さ
ど
る
）
と
し
て
北
京
近
く
の
定
州
（
河
北
省
定
県
）
に
赴
任
し
て
い
た
蘇
軾
は
、
紹
聖
元
年
四
月
、

五
十
九
歳
の
と
き
官
位
を
剥
奪
さ
れ
て
英
州
（
広
東
省
英
徳
県
）
へ
左
遷
さ
れ
、
六
月
に
は
恵
州
（
広
東
省
東
陽
県
）
に
罪
人
と
し
て
流
さ
れ

た
。
弾
圧
の
嵐
は
程
頤
に
も
及
ん
で
き
て
、紹
聖
四
年
（
一
〇
九
七
）
二
月
、六
十
五
歳
の
と
き
官
位
を
剥
奪
さ
れ
、十
一
月
に
は
涪ふ

う

州
（
四

川
省
涪
陵
県
。
重
慶
市
よ
り
さ
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
下
流
に
位
置
す
る
）
に
編
管
（
入
れ
墨
さ
れ
な
い
罪
人
で
、
そ
の
地
の
役
人
の
監
視
を
う
け
る
）
す
る
と

の
さ
た
が
下
っ
た
。
程
頤
は
三
年
未
満
ほ
ど
涪
州
に
謫
居
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
元
符
二
年
（
一
〇
九
九
）
正
月
、
六
十
七
歳
の
と
き
『
周

易
』
の
注
釈
で
あ
る
『
易
伝
』（『
周
易
程
氏
伝
』）
が
一
応
完
成
し
、
序
文
を
附
し
て
い
る
（「
易
伝
序
」）。
翌
元
符
三
年
（
一
一
〇
〇
）
一
月

二
十
二
日
、
哲
宗
が
二
十
五
歳
の
若
さ
で
没
し
、
弟
の
徽
宗
が
即
位
し
た
。
六
十
八
歳
の
程
頤
は
四
月
に
大
赦
の
恩
恵
を
受
け
て
涪
州
よ

り
洛
陽
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。
十
月
に
は
権
判
西
京
国
子
監
（
准
教
授
相
当
）
に
復
職
し
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
り
謝
良
佐･

楊
時
な
ど
古

参
の
門
人
や
劉
安
節
（
一
〇
六
八
～
一
一
一
六
。
字
は
元
承
、
浙
江
省
永
嘉
県
の
人
。『
程
氏
遺
書
』
巻
十
八
〔
伊
川
先
生
語
四
〕
に
「
劉
元
承
手
編
」
と

し
て
、極
め
て
多
く
の
伊
川
の
語
が
収
録
さ
れ
て
い
る
）･

鮑ほ
う

若
雨
（
生
没
年
不
詳
。
字
は
商
霖
、劉
安
節
と
同
郷
。『
程
氏
遺
書
』
巻
二
三
〔
伊
川
先
生
語
九
〕 

に
「
鮑
若
雨
録
」
が
あ
る
）
な
ど
の
門
人
も
参
集
し
て
い
る
。
し
か
し
徽
宗
の
崇
寧
元
年
（
一
一
〇
二
）
七
月
、
新
法
党
の
蔡さ

い
け
い京

（
一
〇
四
七
～

一
一
二
六
。
字
は
元
長
、福
建
省
仙
遊
県
の
人
）
が
尚
書
右
僕
射
兼
中
書
侍
郎
（
宰
相
に
相
当
）
と
な
る
や
、九
月
に
司
馬
光･

蘇
軾･

程
頤
（
七
十

歳
）
な
ど
故
人
を
含
め
て
百
二
十
人
を
姦
党
と
い
い
、東と

う

京け
い

（
開
封
）
の
大
学
の
端
礼
門
外
に
刻
石
し
立
て
さ
せ
て
（
こ
れ
を
「
元
祐
姦
党
碑
」 

と
い
う
）、
徹
底
的
に
弾
圧
を
加
え
た
（
崇
寧
三
年
六
月
に
は
三
百
九
人
を
選
別
し
な
お
し
て
、「
元
祐
党
籍
碑
」
を
刻
石
し
て
い
る
）。
崇
寧
二
年
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（
一
一
〇
三
）
四
月
、
程
頤
七
十
一
歳
の
と
き
再
び
官
位
を
剥
奪
し
著
作
を
検
閲
せ
よ
と
の
詔
が
下
っ
た
。
そ
れ
で
も
最
晩
年
の
門
人
尹い

ん
と
ん焞

（
一
〇
七
一
～
一
一
四
二
。
字
は
彦
明
、
和
靖
先
生
と
称
さ
れ
る
）
や
張
繹え

き
（
生
没
年
不
詳
。
字
は
思
叔
、
寿
安
〔
河
南
省
宜
陽
県
、
洛
陽
の
西
南
、
洛
水

に
臨
む
〕
の
人
。『
程
氏
遺
書
』
巻
二
十
一
上
（
伊
川
先
生
語
七
上
）
に
「
門
人
張
繹
録
」
が
あ
る
）
な
ど
は
、
弾
圧
の
嵐
を
も
の
と
も
せ
ず
師
事
し

た
。
徽
宗
の
崇
寧
五
年
（
一
一
〇
六
）、
程
頤
七
十
四
歳
の
と
き
致
仕
し
た
。
風
痺ひ

（
手
足
の
し
び
れ
る
病
い
。
中
風
の
こ
と
）
を
患
っ
て
い
た
。

徽
宗
の
大
観
元
年
（
一
一
〇
七
）
九
月
十
七
日
に
病
没
し
た
。
享
年
七
十
五
で
あ
っ
た
。
程
頤
に
は
男
子
が
二
人
あ
っ
て
、
長
男
が
端
中
、

次
男
が
端
彦
で
あ
る
（
池
生
春･

諸
星
杓
編
『
伊
川
先
生
年
譜
』
巻
七
に
、
端
中
は
安
徽
省
六
安
軍
の
知
軍
事
で
あ
っ
た
が
、
金
軍
の
南
下
の
た
め
城
を
守
っ

て
殺
さ
れ
、
会
州
〔
甘
粛
省
靖
遠
県
、
も
し
く
は
四
川
省
茂
県
。
甘
粛
省
で
あ
れ
ば
西
夏
や
金
と
接
し
て
い
る
〕
の
司
戸
参
軍
〔
賦
税
や
戸
籍
を
つ
か
さ
ど
る
〕

の
任
に
つ
い
て
い
た
端
彦
が
適あ

と
と
り子

に
な
っ
た
と
し
て
い
る
）。
程
頤
の
墓
は
兄
の
程
顥
と
並
ん
で
河
南
省
伊
川
県
に
あ
る
先
塋
に
葬
ら
れ
て
い
る
。 

二
人
の
伝
は
、『
伊
洛
淵
源
録
』
巻
二
・
三
・
四
（『
朱
子
全
書　
修
訂
本
』
第
一
二
冊
）、『
宋
史
』
巻
四
二
七
・
列
伝
第
一
八
六
・
道
学
一
、『
学 

案
』・『
学
案
補
遺
』
巻
一
三
・
一
四
・
一
五
・
一
六
な
ど
に
見
え
る
。
ま
た
干
浩
輯
『
宋
明
理
家
年
譜
』（
北
京
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）

所
収
の
『
明
道
先
生
年
譜
』
五
巻
（
清
、
池
生
春
・
諸
星
杓
編
）、『
宋
程
純
公
年
譜
』
一
巻
（
清
、
楊
希
閔
編
）、『
伊
川
先
生
年
譜
』
七
巻
（
清
、

池
生
春
・
諸
星
杓
編
）、
及
び
姚
名
達
著
『
程
伊
川
年
譜
』（
商
務
印
書
館
、
一
九
三
七
年
）
な
ど
は
き
わ
め
て
裨
益
に
富
む
。

　

本
邦
に
お
け
る
二
程
の
思
想
の
研
究
に
関
し
て
主
た
る
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、
楠
本
正
継
『
宋
明
時
代
儒
学
思
想
の
研
究
』（
広
池
学
園
出

版
部
、
一
九
六
二
年
十
一
月
）
に
お
い
て
程
顥
の
思
想
は
渾
一
的
、
程
頤
の
思
想
は
分
析
的
で
あ
る
と
し
、
両
者
の
違
い
に
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ

て
い
る
。
市
川
安
司
『
程
伊
川
の
哲
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
六
四
年
九
月
）
は
、程
頤
が
説
く
理
を
中
心
に
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

市
來
津
由
彦
『
朱
熹
門
人
集
団
形
成
の
研
究
』（
創
文
社
、二
〇
〇
二
年
二
月
）
で
は
「
二
程
語
録
」
の
資
料
的
な
価
値
を
多
角
的
に
検
討
し
、

二
程
の
思
考
の
共
有
部
分
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
土
田
健
次
郎
『
道
学
の
形
成
』（
創
文
社
、二
〇
〇
二
年
十
二
月
）

も
二
程
の
思
想
の
共
通
性
と
相
違
性
と
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。『
程
氏
遺
書
』
研
究
会
は
九
州
大
学
宋
明
学
の
み
な

ら
ず
、
日
本
お
よ
び
中
国
の
宋
明
学
研
究
者
の
成
果
を
基
盤
に
し
て
、
北
宋
の
程
顥･

程
頤
が
残
し
た
語
録
の
共
同
訳
注
を
進
め
る
こ
と

に
よ
り
、
社
会
と
の
関
連
の
な
か
で
実
践
主
体
確
立
の
た
め
に
思
惟･

思
考
す
る
こ
と
の
普
遍
的
な
意
味
を
探
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
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『
程
氏
遺
書
』
研
究
会
の
参
加
者
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。（
五
十
音
順
）

　

伊
香
賀　
隆
（
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
特
別
研
究
員
）、
石
田
和
夫
（
福
岡
大
学
名
誉
教
授
）、
牛
尾
弘
孝
（
大
分

大
学
名
誉
教
授
）、
古
賀
崇
雅
（
久
留
米
大
学
非
常
勤
講
師
）、
平
元
道
雄
（
元
久
留
米
工
業
高
等
専
門
学
校
教
授
）、
間
柄
拓
也
（
九
州

大
学
文
学
部
中
国
哲
学
史
学
部
生
）、
森　
宏
之
（
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
研
究
員
）

　

な
お
漢
文
訓
読
、
現
代
語
訳
、
出
典
関
連
な
ど
に
お
い
て
、
広
島
大
学
名
誉
教
授
佐
藤　
仁ひ

と
し

先
生
の
御
助
言
を
頂
く
こ
と
が
で
き
た
。

（
二
〇
一
八
年
十
二
月
現
在
）

《
訳
注
凡
例
》

一
、
本
稿
は
『
河
南
程
氏
遺
書
』
二
十
五
巻
の
訳
注
で
あ
る
。

二
、 

底
本
に
は
標
点
本
『
二
程
集
』（
王
考
魚
点
校
、
理
学
叢
書
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）
を
用
い
た
。
た
だ
し
標
点
は
適
宜
改
め

た
箇
所
が
あ
り
、
解
釈
に
か
か
わ
る
場
合
は
注
記
し
た
。
略
称
は
底
本
と
す
る
。

三
、〔
校
注
〕
は
以
下
の
三
本
を
参
照
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
の
略
称
を
用
い
た
。

　
（
1
）『
程
氏
遺
書
』（『
朱
子
全
書　
外
篇
』
２
所
収
、
厳
佐
之
点
校
、
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）････

朱
子
全
書
本

　
（
2
）『
二
程
全
書
』（
明
、
万
暦
三
十
四
年
、「
徐
必
達
刻
本
」、
和
刻
本
、
中
文
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）････

和
刻
本

　
（
3
）『
二
程
語
録
』（
上
海
図
書
館
所
属
、
影
印
宋
本
『
諸
儒
鳴
道（

注
）』（

一
）（
二
）
所
収
、
南
宋･

端
平
二
年･

閩
川･

「
黄
壮
猷
修
補
刊 

本
」、
孔
子
文
化
大
全
編
輯
部
編
輯
、
山
東
友
誼
書
社
、
一
九
九
二
年
）････

南
宋
本

（ 

注
）『
諸
儒
鳴
道
』（『
諸
儒
鳴
道
集
』
と
も
い
う
）
の
名
は
晁ち

ょ
う

公
武
（
字
は
子
止
、
山
東
省
鉅き

ょ
野や

の
人
。
紹
興
二
年
の
進
士
、
生
没
年
不
詳
。

晁
公
武
は
朱
熹
よ
り
十
歳
以
上
年
長
と
思
わ
れ
る
）
の
『
郡
斎
読
書
志
』
巻
五
下
「
総
集
類
」
に
、『
諸
儒
鳴
道
集
』
七
十
二
巻
と
あ
り
、

北
宋
の
思
想
家
十
一
名
が
取
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
な
か
に
「
二
程
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
朱
熹
の
没
後
近
く
に
生
ま
れ
た
と
思

わ
れ
る
陳
振
孫
（
字
は
伯
玉
、
浙
江
省
安
吉
の
人
。
端
平
年
間
〔
一
二
三
四
～
一
二
三
六
〕
に
浙
西
提
学
、
生
没
年
不
詳
）
の
『
直
斎
書
録
解



— 27 —

題
』
巻
九
「
儒
家
類
」
に
も
、『
諸
儒
鳴
道
集
』
七
十
二
巻
と
あ
り
、
編
集
者
不
明
と
し
た
上
で
、
や
は
り
十
一
名
が
取
り
あ
げ
ら

れ
、
そ
の
な
か
に
「
明
道･

伊
川
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
校
訂
の
た
め
に
参
照
し
た
『
諸
儒
鳴
道
』（
南
宋
本
）
に
は
「
二
程
語
録
」

二
十
七
巻
と
あ
り
、
朱
熹
が
三
十
九
歳
の
時
に
校
訂
編
纂
し
た
『
程
氏
遺
書
』
二
十
五
篇
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
条
目

の
排
列
の
順
序
や
分
巻･

字
句
の
異
同
な
ど
か
な
り
に
わ
た
っ
て
相
違
す
る
箇
所
が
多
い
。
近
年
と
み
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
た
と
え
ば
陳
來
「
略
論
『
諸
儒
鳴
道
集
』（「
北
京
大
学
報
」
哲
学
社
会
科
学
版
、
一
九
八
六
年
第
一
期
）、
田
智
忠
『《
諸
儒
鳴
道

集
》
研
究
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）、
趙
振
『
二
程
語
録
研
究
』（
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。
し
か

し
編
集
者
の
学
統
、
編
集
時
期
を
含
め
て
ま
だ
研
究
の
途
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
、 

訳
注
は
、
一
条
ご
と
に
原
文･

校
注･

書
き
下
し
文･

口
語
訳･

語
注
の
順
に
並
べ
、
各
項
目
の
間
は
＊
の
記
号
を
入
れ
て
一
行
あ

け
と
し
た
。
校
注
だ
け
は
原
文
と
密
接
な
繋
が
り
が
あ
る
の
で
原
文
の
直
後
に
付
け
、
項
目
名
を
【
校
注
】
と
明
記
し
た
。

五
、 

原
文･

引
用
文
の
漢
字
は
極
力
正
字
を
用
い
た
が
、
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
の
限
界
が
あ
り
、
不
徹
底
な
部
分
も
あ
る
。
ま
た
、
底
本
に

使
用
さ
れ
て
い
る
中
国
式
字
体
と
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

六
、
原
文･

訳
文
中
の
［　
　

］
は
割
注
部
分
で
あ
る
。

七
、
書
き
下
し
文
は
現
代
か
な
使
い
と
し
た
。

八
、
現
代
語
訳
は
直
訳
を
心
掛
け
た
が
、
必
要
と
思
わ
れ
る
場
合
は
〔　
　

〕
で
適
宜
こ
と
ば
を
補
っ
た
。

九
、 

語
注
引
用
の
朱
熹
の
著
作
は
『
朱
子
語
類
』
を
除
い
て
、
特
に
明
記
し
て
い
な
い
限
り
『
朱
子
全
書　
修
訂
本
』（
上
海
古
籍
出
版

社･

安
徽
教
育
出
版
社
）、『
朱
子
全
書　
外
編
』（
華
東
師
範
大
学
出
版
社
）
所
収
本
を
使
用
し
た
。

十
、
語
注
引
用
の
『
二
十
四
史
』
は
、
全
て
中
華
書
局
校
点
本
を
使
用
し
た
。

十
一 

、
仏
典
関
係
の
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
は
、
T
の
略
号
を
用
い
て
記
し
た
。
た
と
え
ば
同
経
第
一
九
巻
所
収
の
『
楞
厳
経
』
は
、『
楞

厳
経
』（T19

）
の
如
く
で
あ
る
。

十
二
、
語
注
に
引
用
し
た
書
籍
の
う
ち
主
な
も
の
に
つ
い
て
は
次
の
略
称
を
用
い
た
。

　
　
『
外
書
』　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
『
二
程
集
』（
理
学
叢
書
、
中
華
書
局
）
所
収
、『
河
南
程
氏
外
書
』
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『
粋
言
』　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
同
右
『
河
南
程
氏
粋
言
』

　
　
『
語
類
』　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
『
朱
子
語
類
』（
理
学
叢
書
、
中
華
書
局
）

　
　
『
朱
文
公
文
集
』　　
　
　
　
　
　
　

…
『
朱
子
全
書　
修
訂
本
』
所
収
、『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』

　
　
『
近
思
録
』　　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
同
右
所
収
、『
近
思
録
』

　
　
『
輯
略
』　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
『
朱
子
全
書　
外
編
』
所
収
、『
中
庸
輯
略
』

　
　
『
学
案
』　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
『
宋
元
学
案
』（
中
華
書
局
）

　
　
『
学
案
補
遺
』　　
　
　
　
　
　
　
　

…
『
宋
元
学
案
補
遺
』（
同
右
）

　
　

朱
子
学
大
系
『
近
思
録
』　　
　
　
　

…
朱
子
学
大
系
第
九
巻
『
近
思
録
』（
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
四
年
）

　
　

朱
子
学
大
系
「
程
明
道･
程
伊
川
」
…
朱
子
学
大
系
第
二
巻
『
朱
子
の
先
駆
』（
上
）（
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
八
年
）

　
　

湯
浅
氏
『
近
思
録
』
上･

下　
　
　

…
湯
浅
幸
孫
『
近
思
録
』
上･

下
（
朝
日
新
聞
社
、
中
国
文
明
選
第
四
巻
、
一
九
七
二
年
）

　
　

市
川
氏
『
近
思
録
』　　
　
　
　
　
　

…
市
川
安
司
『
近
思
録
』（
明
治
書
院
、
新
釈
漢
文
大
系
37
、
一
九
七
五
年
）

十
三
、
語
注
で
引
用
し
た
右
記
以
外
の
書
籍
の
版
本
は
、
初
出
の
箇
所
に
明
記
し
た
。

十
四
、
語
注
で
使
用
し
た
辞
書
類
の
略
号
は
次
の
通
り
。

　
　
『
漢
語
』　　
　

…
『
漢
語
大
詞
典
』（
上
海
辞
書
出
版
社
）

　
　
『
大
漢
和
』　
　

…
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』（
大
修
館
書
店
）

　
　
『
禅
語
』　　
　

…
入
矢
義
高
監
修
、
古
賀
英
彦
編
『
禅
語
辞
典
』（
思
文
閣
出
版
社
）

　
　
『
中
国
語
』　
　

…
大
東
文
化
大
学
中
国
大
辞
典
編
纂
室
『
中
国
語
大
辞
典
』（
角
川
書
店
）

　
　
『
新
字
源
』　
　

…K
A

D
O

K
A

W
A

　

改
訂
新
版

　
　
『
漢
辞
海
』　
　

…
戸
川
芳
郎
監
修
、
佐
藤
進･

濱
口
富
士
雄
編
『
全
訳　
漢
辞
海　
第
四
版
』（
三
省
堂
）

　
　
『
宋
人
伝
記
』
…
昌
彼
得
等
編
『
宋
人
伝
記
資
料
索
引
』（
鼎
文
書
局
）

　
　
『
宋
元
語
言
』
…
龍
潜
庵
編
著
『
宋
元
語
言
詞
典
』（
上
海
辞
書
出
版
社
）
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　『
河
南
程
氏
遺
書
』
巻
第
一�

二
程
先
生
語
一　
　
　

　
　
　
　

端
）
1
（

伯
傳
師
說

）
2
（［

一
］

伯
淳
先
生
嘗
語
韓

）
3
（

持
國

）　
4
（

曰
、「
如
説
妄
説
幻

）
5
（

爲
不
好
底
性
、
則
請
別
尋
一
箇
好
底
性
來
、
換
了
此
不
好
底

）
6
　（

性
著）

7
（

。
道
卽
性

）
8
（

也
。
若
道
外 

尋
性
、
性
外
尋
道
、
便
不
是
。
聖
賢
論
天

）
9
（

德
、
蓋
謂
自
家
元
是
天
然
完
全
自
足
之
物
。
若
無
所
汚
壊
、
卽
當
直
而
行
之
。
若
小
有
汚
壊
、

卽
敬
以
治
之

）
　（
　（

、
使
復
如
舊
。
所
以
能
使
如
舊
者
、
蓋
爲
自
家
本
質
元
是
完
足
之
物
。
若
合
修
治
而
修
治
之
、
是
義
也
。
若
不
消
修
治
而
不 

修
治
、
亦
是
義
也
。
故
常
簡
易
明
白
而
易
行
。
禪
學

）
　　
（

者
總
是
强
生

）
　1
（

事
。
至
如
『
山
河
大
地
』
之
説

）
　（
　（

、
是
他
山
河
大
地

）
　1
（

又
干
你
何
事

）
　（
　（

。
至
如 

孔
子
、
道
如
日
星
之
明

）
　（
　（

、
猶
患
門
人
未
能
盡
曉
。
故
曰
『
予
欲
無
言

）
　（
　（

』。
如
顔
子
、
則
便
黙
識

　
　（
　（

、
其
他
未
免
疑
問
。
故
曰
『
小
子
何
述

）
　（
　（

』、 

又
曰
『
天
何
言
哉
。
四
時
行
焉
、
百
物
生
焉

）
1（
　（

』。
可
謂
明
白
矣
。
若
能
於
此
言
上
看
得

）
1　
（

破
、
便
信
是
會）

11
（

禪
也

）
1（
　（

。
非

）
11
（

是
未
尋
得
、
蓋
實

）
1

（
校

是
無 

去
處
説

）
1（
　（

、
此
理
本
無
二
故
也
」。

【
校
注
】（
校
１
）
實
＝
南
宋
本
に
は
「
實
」
の
字
無
し
。

　
　
　
　
　
　

＊

伯
淳
先
生
嘗
て
韓
持
國
に
語
り
て
曰
く
、「
如も

し
妄
と
説
き
幻
と
説
き
て
好よ

か
ら
ざ
る
の
性
と
爲
さ
ば
、
則
ち
請
う
別
に
一
箇
の
好
き
の

性
を
尋
ね
來
っ
て
、
此
の
好
か
ら
ざ
る
の
性
に
換
了
し
著ち

ゃ
く

せ
ん
こ
と
を
。
道
は
卽
ち
性
な
り
。
若も

し
道
の
外そ

と

に
性
を
尋
ね
、
性
の
外
に
道

を
尋
ぬ
れ
ば
、
便
ち
是ぜ

な
ら
ず
。
聖
賢
は
天
德
を
論
ず
る
に
、
蓋
し
謂お

も

え
ら
く
自じ

ぶ
ん家

は
元も

と是
よ
り
天
然
完
全
な
る
自
足
の
物
な
り
と
。
若

し
汚
壊
す
る
所
無
く
ん
ば
、
卽
ち
當
に
直
に
し
て
之
れ
を
行
う
べ
し
。
若
し
小す

こ

し
く
汚
壊
す
る
こ
と
有
ら
ば
、
卽
ち
敬
し
て
以
て
之
れ
を
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治
め
、
復
た
舊も

と

の
如
く
な
ら
し
む
。
能
く
舊
の
如
く
な
ら
し
む
る
所
以
の
者
は
、
蓋
し
自
家
の
本
質
は
元も

と是
よ
り
完
足
の
物
爲
れ
ば
な
り
。

若
し
合ま

さ

に
修
治
す
べ
く
し
て
之
れ
を
修
治
す
る
は
、
是
れ
義
な
り
。
若
し
修
治
す
る
を
消も

ち

い
ず
し
て
修
治
せ
ざ
る
も
、
亦ま

た是
義
な
り
。
故

に
常
に
簡
易
明
白
に
し
て
行
い
易
し
。
禪
學
者
は
總す

べ是
て
强し

い
て
事
を
生
ず
。『
山
河
大
地
』
の
説
の
如
き
に
至
っ
て
は
、
是
れ
他あ

の
山

河
大
地
は
、
又
た
你な

ん
じ

の
何
事
に
か
干か

か
わ

ら
ん
。
孔
子
の
如
き
に
至
っ
て
は
、
道
は
日
星
の
明
な
る
が
如
き
も
、
猶
お
門
人
は
未
だ
盡
く
曉さ

と

る

能
わ
ざ
る
を
患う

れ

う
。
故
に
『
予わ

れ

言
う
こ
と
無
か
ら
ん
と
欲
す
』
と
曰い

う
。
顔
子
の
如
き
は
、
則す

な
わ便

ち
黙
識
す
る
も
、
其
の
他
は
未
だ
疑
問

を
免
れ
ず
。
故
に
『
小し

ょ
う
し子

何
を
か
述
べ
ん
』
と
曰
い
、
又
た
『
天
何
を
か
言
わ
ん
や
。
四
時
行
わ
れ
、
百
物
生
ず
』
と
曰
う
。
明
白
な
り

と
謂
う
べ
し
。
若
し
能
く
此
の
言
上
に
於
い
て
看
得
し
破
ら
ば
、
便
ち
信ま

こ
と是

に
禪
を
會か

い

せ
ん
。
未
だ
尋
ね
得
ざ
る
に
非あ

ら是
ず
し
て
、
蓋
し

實ま
こ
と是

に
去
處
の
説
く
無
し
。
此
の
理
本
よ
り
二
無
き
が
故ゆ

え

な
り
」
と
。

　
　
　
　
　
　

＊

伯
淳
（
程
顥
）
先
生
が
以
前
に
韓
持
国
（
韓
維
）
に
〔
儒
仏
の
違
い
〕
を
論
じ
て
言
わ
れ
た
、「
も
し
〔
す
べ
て
が
〕
幻
妄
で
あ
る
と
説
い

て
不
善
の
性
〔
に
よ
る
も
の
だ
〕
と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
別
に
ひ
と
つ
の
善
の
性
を
探
し
求
め
て
、
こ
の
不
善
の
性
と
交
換
し
て
欲
し
い

も
の
だ
。〔
天
地
の
生
生
の
〕
道
は
〔
自
己
の
本
来
の
〕
性
で
あ
る
。
も
し
道
を
は
ず
れ
て
性
を
捜
し
求
め
、
性
を
は
ず
れ
て
道
を
捜
し

求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
う
間
違
っ
て
い
る
。
聖
人
賢
者
は
天
の
徳
を
論
じ
る
際
に
、
お
よ
そ
自
己
は
も
と
も
と
生
ま
れ
つ
き
完
全
で

自
足
し
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
も
し
〔
自
己
の
本
性
が
〕
汚
れ
壊
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
す
ぐ
に
そ
の
ま
ま
行
動
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
も
し
少
し
で
も
汚
れ
壊
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
す
ぐ
に
敬
の
工
夫
に
よ
っ
て
改
め
直
し
、
再
び
元
に
戻
る
よ
う
に
さ
せ
る
の

だ
。
元
に
戻
る
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
る
理
由
は
、
お
よ
そ
自
己
の
本
質
は
も
と
も
と
完
全
で
自
足
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
改

め
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
改
め
直
す
こ
と
は
、
正
し
い
す
じ
道
で
あ
る
。
も
し
改
め
直
す
ま
で
も
な
い
の
で
改
め
直
さ
な
い
こ
と

も
、正
し
い
す
じ
道
で
あ
る
。
だ
か
ら
常
に
〔
儒
学
は
〕
簡
易
明
白
で
あ
る
。
禅
僧
は
み
な
不
自
然
な
作
り
事
を
し
て
い
る
。〔『
楞
厳
経
』

の
〕「
山
河
大
地
」
の
説お

し
え

程
度
に
な
る
と
、
あ
の
山
河
大
地
は
、
い
っ
た
い
あ
な
た
に
何
の
関
係
が
あ
ろ
う
か
。
孔
子
ほ
ど
に
な
る
と
、 

〔
天
地
生
生
の
〕
道
は
日
や
星
の
よ
う
に
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、〔
孔
子
は
〕
そ
れ
で
も
な
お
門
人
た
ち
が
ま
だ
す
べ
て
理
解
で
き
な

い
の
を
心
配
し
て
い
た
。
だ
か
ら
『
私
は
も
う
何
も
言
う
ま
い
と
思
う
』
と
言
わ
れ
た
。
顔
子
〔
顏
回
〕
ほ
ど
〔
に
な
る
と
〕、
す
ぐ
に
深
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く
理
解
し
た
が
、
そ
の
他
〔
の
門
人
た
ち
〕
は
ま
だ
疑
問
を
ぬ
ぐ
え
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
〔
子
貢
は
〕『〔
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
な
け
れ
ば
〕

私
た
ち
は
何
を
受
け
伝
え
ま
し
ょ
う
』
と
言
い
、〔
孔
子
は
〕
さ
ら
に
『
天
は
何
か
言
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
四
季
は
巡
り
、
万
物
が
生

育
し
て
い
る
』
と
言
わ
れ
た
。〔
天
地
生
生
の
道
は
〕
明
白
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
〔
そ
の
真
意
を
〕
見
ぬ

い
た
ら
、
す
ぐ
に
疑
い
も
な
く
禅
〔
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
〕
を
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。〔
道
は
〕
ま
だ
捜
し
求
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な 

く
、
要
す
る
に
実
際
ど
こ
に
あ
る
と
説
く
ま
で
も
な
い
〔
ほ
ど
明
白
な
〕
の
で
あ
る
。
こ
の
道
理
は
二
つ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
〔
儒
学

の
教
え
で
あ
る
天
地
生
生
の
道
こ
そ
が
唯
一
無
二
な
の
だ
〕」
と
。

　
　
　
　
　
　

＊

※
本
条
に
つ
い
て
は
、
朱
子
学
大
系
「
程
明
道
・
程
伊
川
」（p.291

）
に
口
語
訳
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
参
考
に
し
た
。

（
１
）
端
伯
＝
李り

籲や
く（

生
没
年
不
詳
）、
字
は
端
伯
、
洛
陽
（
河
南
省
洛
陽
県
）
の
人
。
進
士
及
第
、
元
祐
年
間
（
一
〇
八
六
～
一
〇
九
三
）
に
秘
書
省
校

書
郎
と
な
る
。
程
顥
（
明
道
）･
程
頤
（
伊
川
）
兄
弟
に
師
事
す
る
。『
宋
史
』
巻
四
二
八
（p.12732

）、『
伊
洛
淵
源
録
』
巻
八
（p.1026

）、『
学
案
』

巻
三
〇
（p.1066

）、『
学
案
補
遺
』
巻
三
〇
（p.1831

）
に
伝
が
あ
る
。『
宋
人
伝
記
』
第
二
冊
（p.936

）
参
照
。

（
２
）
端
伯
傳
師
說
＝『
河
南
程
氏
遺
書
』
の
目
録
「
巻
第
一　
二
先
生
語
一
」
に
あ
る
「
端
伯
を
師
説
を
伝
う
（
端
伯
伝
師
説
）」
に
附
さ
れ
て
い
る
朱

熹
の
覚
書
は
、「
李
籲
、
字
は
端
伯
、
洛
の
人
で
あ
る
。
伊
川
（
程
頤
）
先
生
は
言
わ
れ
た
、『〔
明
道･

伊
川
二
先
生
の
〕
語
録
は
、
李
籲
が
そ
の
内

容
を
つ
か
ん
で
い
る
だ
け
で
、〔
先
生
の
〕
言
葉
に
と
ら
わ
れ
ず
、
く
い
違
っ
た
編
録
を
し
て
い
な
い
』
と
。
だ
か
ら
こ
こ
に
首
篇
と
し
て
取
り
あ
げ

た
（
李
籲
、
字
端
伯
、
洛
人
。
伊
川
先
生
曰
、『
語
録
、
只
有
李
籲
得
其
意
、
不
拘
言
語
、
無
錯
編
者
』。
故
今
以
為
首
篇
）」
と
あ
る
。
朱
熹
が
引
用

し
た
こ
の
程
頤
の
語
は
、「
以
前
読
ん
だ
と
き
に
、
李
籲
の
稿
本
が
く
い
違
っ
た
編
録
を
し
て
い
な
い
だ
け
だ
っ
た
。
他
の
門
人
た
ち
は
と
か
く
話
し

た
時
の
言
葉
に
も
と
づ
い
て
そ
の
ま
ま
記
録
し
よ
う
と
し
、
と
も
す
る
と
、
一
、二
字
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
い
、〔
内
容
が
〕
大
層
異
な
っ
て
し
ま
う
。

李
籲
は
逆
に
そ
の
内
容
を
つ
か
ん
で
い
て
、
言
葉
に
と
ら
わ
れ
ず
、
い
つ
も
正
確
に
記
録
し
て
い
る
（
旧
曽
看
、
只
有
李
籲
一
本
無
錯
編
者
。
他
人

只
依
説
時
、
不
敢
改
動
、
或
脱
忘
両
字
、
便
大
別
。
李
籲
却
得
其
意
、
不
拘
言
語
、
往
往
録
得
都
是
）」（
底
本
、p.252

）
と
あ
る
の
に
も
と
づ
い
て

い
る
。
な
お
底
本
で
は
朱
熹
の
覚
書
が
目
録
の
各
巻
に
附
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
南
宋
本
で
は
各
巻
の
冒
頭
の
本
文
の
前
に
附
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
伯
淳
先
生
嘗
語
韓
持
國
＝
こ
の
程
顥
が
依
り
ど
こ
ろ
と
す
る
儒
教
的
世
界
観
（『
易
経
』
の
天
地
生
生
の
道
）
と
韓
維
が
依
り
ど
こ
ろ
と
す
る
仏
教
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的
世
界
観
（『
楞
厳
経
』
の
幻
妄
観
）
と
の
相
い
容
れ
な
い
論
争
（
い
わ
ゆ
る
「
持
国
問
答
」）
は
、『
語
類
』
巻
九
七
「
程
子
之
書
三
」･

九
九
条
に

「
韓
持
国
本も

と
よ
り
仏
学
を
好
む
（
韓
持
国
本
好
仏
学
）」（p.2499

）、
一
〇
〇
条
に
、「
遺
書
の
首
篇
、
明
道
と
韓
持
国
と
の
禅
を
論
ず
る
一
段
（
遺
書

首
篇
、
明
道
与
韓
持
国
論
禅
一
段
）」（p.2500

）
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
朱
熹
に
よ
る
精
緻
な
比
較
分
析
が
参
考
に
な
る
。
姚
名
達
著
『
程

伊
川
年
譜
』（
商
務
院
書
館
、
一
九
三
七
年
）
の
「
元
豊
四
年
（
一
〇
八
一
）
四
十
九
歳
」
の
項
に
、
韓
維･

程
顥･

程
頤
の
三
人
が
潁え

い
州
（
安
徽
省

阜き

陽
県
）
に
遊
ん
だ
と
き
、
儒
仏
の
是
非
に
つ
い
て
問
答
し
た
と
し
て
本
条
を
引
用
し
て
い
る
（p.116

）。

（
４
） 

韓
持
國
＝
韓
維
（
一
〇
一
七
～
一
〇
九
八
）
の
こ
と
。
字
は
持
国
、
開
封
の
雍
丘
（
河
南
省
杞
県
）
の
人
。
宝
元
元
年
（
一
〇
三
八
）
の
省
試
に

及
第
。
呂
公
著
（
一
〇
一
八
～
一
〇
八
九
）、
司
馬
光
（
一
〇
一
九
～
一
〇
八
六
）
と
も
交
流
が
あ
り
、
翰
林
学
士･

資
政
殿
学
士･

門
下
侍
郎
な
ど

の
官
職
を
経
て
、
最
後
は
太
子
少
傅
を
以
て
致
仕
し
た
。
仏
教
に
あ
こ
が
れ
た
士
大
夫
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
程
顥
（
一
〇
三
二
～
一
〇
八
五
）
や
程

頤
（
一
〇
三
二
～
一
一
〇
七
）
に
較
べ
て
十
五
、六
歳
年
長
で
あ
り
、
二
程
と
は
対
等
の
関
係
に
あ
っ
た
。
二
程
と
の
問
答
や
交
流
が
『
河
南
程
氏
遺

書
』
に
十
六
例
、『
河
南
程
氏
外
書
』
に
二
例
見
ら
れ
る
。
程
頤
は
兄
の
程
顥
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
韓
維
に
墓
誌
銘
を
依
頼
し
て
、「
韓
持
国
資
政

に
上

た
て
ま
つる

の
書
（
上
韓
持
国
資
政
書
）」（
底
本
、p.602

）
を
著
し
て
い
る
。
韓
維
に
よ
る
程
顥
の
墓
誌
銘
は
『
南
陽
集
』（『
文
淵
閣
四
庫
全
書
』）
巻

二
九
「
碑
志
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。『
宋
史
』
巻
三
一
五
（p.10305

～10309

）、『
学
案
』
巻
一
九
（p.791

～793

）、『
学
案
補
遺
』（p.1436

、「
持

国
問
答
」「
南
陽
文
集
」
の
一
部
を
附
す
）
に
伝
が
あ
る
。『
宋
人
伝
記
』
第
五
冊
（p.4150

）
参
照
。
市
來
津
由
彦
「
韓
維
と
程
顥
―

―
『
持
国
問
答
』

を
め
ぐ
っ
て
―

―
」（「
東
北
大
学
教
養
部
紀
要
」
第
四
一
号
Ⅰ
、一
九
八
四
年
）
に
、韓
維
の
経
歴
や
司
馬
光
と
の
「
中
和
」
問
答
、程
顥
と
の
「
論
禅
」

問
答
に
関
す
る
詳
細
な
考
察
が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
氏
の
『
朱
熹
門
人
集
団
形
成
の
研
究
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。

（
５
） 

如
説
妄
説
幻
＝
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
持
国
問
答
」
は
、
韓
維
と
程
顥
と
の
あ
い
だ
で
、『
楞
厳
経
』（T19

）
の
「
幻
妄
観
」
が
論
題
に
挙
が
っ
た
こ

と
を
物
語
っ
て
お
り
、
朱
熹
が
『
河
南
程
氏
遺
書
』
を
編
纂
す
る
際
に
、
首
篇
の
第
一
条
に
取
り
上
げ
た
こ
と
は
深
い
意
味
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
南
宋
本
で
は
第
三
条
に
あ
り
、
語
録
の
順
序
や
入
れ
替
え
に
関
し
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。

（
６
） 

不
好
底
性
著
＝『
粋
言
』
巻
第
二
に
、「
韓
侍
郎
（
韓
維
）
が
言
っ
た
、『
そ
も
そ
も
人
の
視
聴･

言
動
が
幻
妄
で
あ
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
の
は
、

要
す
る
に
性
が
不
善
だ
か
ら
な
の
だ
』
と
。〔
程
顥
〕
先
生
は
失
笑
し
て
言
わ
れ
た
、『
性
が
不
善
だ
と
言
う
な
ら
、
一
つ
の
善
な
る
性
を
求
め
て
取

り
か
え
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
』
と
。（
韓
侍
郎
曰
、『
凡
人
視
聴
言
動
不
免
幻
妄
者
、
蓋
性
之
不
善
也
』。
子
哂
曰
、『
謂
性
不
善
者
、
則
求
一
善
性
而
易
之
、
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可
乎
』。）」（p.1254

）
と
あ
る
。『
程
氏
粋
言
』
は
『
程
氏
遺
書
』
や
『
程
氏
外
書
』
か
ら
適
宜
取
り
あ
げ
て
、口
語
体
の
箇
所
を
文
語
化
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
土
田
健
次
郎
『
道
学
の
形
成
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）
の
「
序
章　
第
二
節　
道
学
資
料
の
独
自
性
」
に
指
摘
が
あ
り
、「
第

七
章　
道
学
の
形
成
と
展
開　
第
二
節　
楊
時
の
立
場　
二　
祖
述
者
の
立
場
」
に
、「『
程
氏
粋
言
』
が
も
と
胡
寅
の
編
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
こ
と
、

少
な
く
と
も
楊
時
の
手
に
な
っ
た
と
は
思
わ
れ
ぬ
こ
と
を
注
意
し
て
お
く
」（p.449

）
と
い
う
推
論
が
参
考
に
な
る
。
本
条
の
「
不
好
底
性
」
と
「
好

底
性
」
と
の
対
比
は
、
底
本
巻
第
一･

五
六
条
（p.10

～11

）
の
内
容
と
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
五
六
条
は
『
近
思
録
』
巻
一･

二
一
条
（p.170

）

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
湯
浅
幸
孫
『
近
思
録
』
上
か
ら
、
当
該
の
箇
所
の
み
引
用
す
る
。

　
　

 

い
っ
た
い
、
い
わ
ゆ
る
「
之
を
継
ぐ
者
は
善
な
り
」
と
い
う
性
は
、
あ
た
か
も
水
が
低
い
方
に
流
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
は
皆
な
同

じ
水
で
あ
る
。
流
れ
て
海
に
至
る
ま
で
、
ま
っ
た
く
汚
染
さ
れ
な
い
水
も
あ
る
。
…
清
濁
の
度ど

合あ
い

は
同
じ
で
な
い
が
、
濁
っ
た
水
で
も
、
水
は

水
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
人
は
水
の
濁
り
を
澄す

ま
せ
る
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
た
だ
清す

み
さ
え
す
れ
ば
元
の
水
で
あ
る
。
清
ん

だ
水
を
濁
っ
た
水
と
取
換
え
た
の
で
も
な
く
、濁
っ
た
と
こ
ろ
を
取
り
出
し
て
片
隅
に
寄
せ
た
の
で
も
な
い
。
濁
っ
た
水
を
清
ま
せ
た
の
で
あ
る
。

水
が
清
む
と
い
う
の
は
、
性
は
善
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
善
と
悪
と
が
性
の
中
に
相
対
し
て
お
り
、
そ
れ
が
別
に
出
現
す
る
の
で
は
な
い 

（
夫
所
謂
継
之
者
善
也
者
、
猶
水
流
而
就
下
也
。
皆
水
也
。
有
流
而
至
海
、
終
無
所
汚
。
…
清
濁
雖
不
同
、
然
不
可
以
濁
者
不
為
水
也
。
如
此
則

人
不
可
以
不
加
澄
治
之
功
。
…
及
其
清
也
、
則
却
只
是
元
初
水
也
。
不
是
将
清
来
換
却
濁
、
亦
不
是
取
出
濁
来
置
在
一
隅
也
。
水
之
清
則
性
善

之
謂
也
。
故
不
是
善
与
悪
在
性
中
為
両
物
相
対
、
各
自
出
来
）（p.36

～40

）

（
７
） 

著
＝『
禅
語
』
に
「
①
句
末
に
そ
え
て
命
令
を
表
わ
す
。〔
祖
堂
集
五
道
吾
円
智
章
〕
師
喚
沙
弥
。
沙
弥
応
喏
。
師
云
、添
浄
瓶
水

－

」（p.305

）
と
あ 

る
。『
輯
略
』
巻
上
に
本
条
が
引
用
さ
れ
、「
著
」
は
「
蓋
」
に
作
ら
れ
、「
蓋
道
即
性
也
」（『
朱
子
全
書　
外
編
』
所
収
、p.5

）
と
な
っ
て
い
る
。

（
８
） 

道
卽
性
＝
こ
こ
で
は
『
楞
厳
経
』
の
「
山
河
大
地
」
を
幻
妄
視
す
る
幻
妄
観
と
『
易
経
』
の
「
天
地
生
生
の
道
」
に
ゆ
る
が
ぬ
信
頼
を
置
く
生
命

観
が
対
比
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
天
地
生
生
の
道
は
自
己
の
本
性
で
あ
る
」
と
訳
し
た
。
底
本
巻
第
二
五
・
一
九
条
に
、「
性
の
善
を
称
し
て
之
れ
を
道

と
謂
う
。
道
と
性
と
一
な
り
（
称
性
之
善
謂
之
道
。
道
与
性
一
也
）」（p.318

）
と
あ
る
。

（
９
） 

天
德
＝『
中
庸
』（
章
句
本
で
は
第
三
二
章
）
に
、「
苟い

や
しく

も
固ま

こ
とに

聡
明
聖
知
に
し
て
天
徳
に
達
す
る
者
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
其
れ
孰た

れ
か
能
く
之
れ
を

知
ら
ん
（
苟
不
固
聡
明
聖
知
達
天
徳
者
、
其
孰
能
知
之
）」
と
あ
る
。
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（
10
） 

敬
以
治
之
＝『
易
経
』
坤
卦･

文
言
伝
に
「
君
子
は
敬
も
っ
て
内
を
直な

お
く
し
、
義
以
て
外
を
方
に
す
（
君
子
敬
以
直
内
、
義
以
方
外
）」
と
あ
り
、

敬
の
工
夫
に
よ
る
存
養
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
敬
の
工
夫
自
体
に
お
い
て
は
、程
顥･

程
頤
兄
弟
に
大
き
な
違
い
は
な
い
。『
近
思
録
』
巻
四
（
全

七
〇
条
）
の
二
条
か
ら
六
三
条
ま
で
、
二
程
の
「
存
養
」
の
語
が
ま
と
め
て
あ
る
。

（
11
） 
禪
學
者
＝「
禅
学
は
」
と
訓
読
し
て
、「
禅
仏
教
、
禅
宗
」
の
意
に
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
禅
学
の
達
者
と
し
て
の
「
禅
者
、
禅
僧
」

の
意
に
解
し
た
。

（
12
） 

生
事
＝『
中
国
語
』
に
、「〔
動
〕
も
め
事
を
起
こ
す
」（p.2740

）
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
禅
門
の
教
説
や
接
化
（
教
化
指
導
）
が
不
自
然
な
作
り
事

を
し
て
騒
ぎ
た
て
て
い
る
意
に
解
し
た
。

（
13
） 

山
河
大
地
之
説
＝『
楞
厳
経
』
の
幻
妄
観
（
山
河
大
地
の
世
界
が
妄
想
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
す
る
唯
心
論
）
を
言
う
。
荒
木
見
悟
『
仏
教
経
典

選
14
中
国
撰
述
経
典
二　
楞
厳
経
』（
筑
摩
書
房
）に
精
し
い
訳
注
と
解
説
が
あ
る（
全
十
巻
の
う
ち
第
四
巻
ま
で
の
訳
注
）。
巻
四
の
該
当
の
箇
所
に
は
、

「
富ふ

樓る

那な

よ
、
こ
の
よ
う
に
殺･
盗･
婬
の
三
種
類
の
煩
悩
が
継
続
す
る
の
は
、
覚
悟
の
澄
明
な
本
性
が
迷
っ
て
対
象
を
認
識
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
認
識
に
よ
っ
て
、
対
境
を
作
り
な
し
、
虚こ

妄も
う

な
分
別
に
よ
っ
て
山
河
大
地
な
ど
の
も
ろ
も
ろ
の
無
常
な
相
状
を
発
生
す
る
（
富
樓
那
、
如
是
三
種

顛
倒
相
続
、
皆
是
覚
明
明
了
知
性
。
因
了
発
相
、
従
妄
見
生
山
河
大
地
諸
有
為
相
）」（p.285

）
と
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
同
氏
『
陽
明
学
の
開

展
と
仏
教
』（
研
文
出
版
、一
九
八
四
年
）
に
所
収
の
「
明
代
に
お
け
る
楞
厳
経
の
流
行
」（p.245

～274

）、同
氏
『
仏
教
と
陽
明
学
』（
第
三
文
明
社
、

レ
グ
ル
ス
文
庫
116
）の「
第
十
三
章　
頓
悟
漸
修
の
実
践
論
」、「
第
十
四
章　
楞
厳
経
の
流
行
」が
有
益
で
あ
る
。
宋
代
に
入
っ
て
広
く
読
ま
れ
始
め
た『
楞

厳
経
』
の
特
色
が
詳
細
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） 

是
他
山
河
大
地
＝「
是
れ
他か

れ
の
山
河
大
地
に
し
て
」
と
訓
読
す
る
こ
と
も
で
る
が
、
下
文
と
の
脈
絡
を
考
慮
し
て
「
是
れ
他あ

の
山
河
大
地
は
」
と
訓

読
し
た
。

（
15
） 

干
你
何
事
＝
和
刻
本
『
上
蔡
語
録
』（
近
世
漢
籍
叢
刊
、
中
文
出
版
社
）
に
、「
力
行
は
愛
の
甚な

に
事ご

と
に
か
関
わ
ら
ん
（
力
行
関
愛
甚
事
）」（p.14

）

と
訓
読
し
て
い
る
の
を
参
考
に
し
て
現
代
語
訳
し
た
。
し
か
し
本
文
は
「
你
に
干か

か
わり

て
何
事
ぞ
」
と
も
訓
読
で
き
る
。
現
代
語
訳
に
変
わ
り
は
な
い
。

和
刻
本
は
「
你
に
干お

い
て
何
事
ぞ
」（p.90

）
と
訓
読
し
て
い
る
。
山
崎
闇
斎
が
加
点
し
た
い
わ
ゆ
る
嘉
点
本
『
中
庸
輯
略
』
は
、「
干
」
を
「
于
」
に

作
り
「
于
你
何
事
」（
六
丁
表
）
と
あ
っ
て
、「
你
に
于お

い
て
何
事
ぞ
」
と
訓
読
し
て
い
る
。
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（
16
） 

至
如
孔
子
、
道
如
日
星
之
明
＝
底
本･

朱
子
全
書
本
は
い
ず
れ
も
、「
至
如
孔
子
、
道
如
日
星
之
明
」
と
訓
読
し
て
い
る
が
、
和
刻
本
は
「
孔
子
の

道
の
如
き
に
至
っ
て
は
、日
星
の
明
な
る
が
如
し
」（p.90

）
と
訓
読
し
て
い
る
。
嘉
点
本
『
中
庸
輯
略
』
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
「
仲
尼
は
日
月
な
り
。

得
て
踰こ

ゆ
る
こ
と
無
し
（
仲
尼
日
月
也
。
無
得
而
踰
焉
）」（『
論
語
』
子
張
篇
）
と
あ
る
の
を
参
照
す
れ
ば
、
和
刻
本
の
よ
う
に
訓
読
で
き
る
。
天
道

と
聖
人
の
道
は
一
体
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
天
道
に
重
き
を
置
い
て
訳
出
し
た
。

（
17
） 

予
欲
無
言
＝
『
論
語
』
陽
貨
篇
に
見
え
る
。

（
18
） 

如
顔
子
、
則
便
黙
識
＝
底
本
巻
第
一
一･

二
五
条
に
、「
顔
子
は
黙
識
し
、
曽
子
は
篤
く
信
ず
。
聖
人
の
道
を
得
る
者
は
二
人
な
り
（
顔
子
黙
識
、

曽
子
篤
信
。
得
聖
人
之
道
者
二
人
也
）」（p.119

）
と
あ
る
。
朱
熹
は
『
論
語
集
注
』
述
而
篇
の
「
子
曰
、
黙
而
識
之
」
に
対
し
て
、「
識
は
、
記
憶
す

る
こ
と
で
あ
る
（
識
、
記
也
）」、
も
し
く
は
「
一
説
に
、
識
は
、
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
（
一
説
、
知
也
）」
と
二
説
あ
げ
て
い
る
。
底
本
巻
一
八
・ 

一
二
八
条
に
、「
季
明
（
蘇
昞へ

い
）
が
質
問
し
た
、『〔『
中
庸
』
章
句
本
の
第
二
章
に
〕
君
子
は
時
中
す
る
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
時
〔
そ
の
場
〕
に
応

じ
随
〔
っ
て
中
庸
を
得
る
と
い
〕
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
』
と
。〔
先
生
は
〕
言
わ
れ
た
、『
そ
う
だ
。
中
と
い
う
の
は
最
も
理
解
し
が
た
い
。

深
く
考
え
て
理
解
し
心
の
中
で
会
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
。（
季
明
問
、『
君
子
時
中
、
莫
是
随
時
否
』。
曰
、『
是
也
。
中
字
最
難
識
。
須
是

黙
識
心
通
』）」（p.271

）
と
あ
る
の
を
参
照
し
て
、「
識
」
は
「
認
識
す
る
、
理
解
す
る
」
と
解
釈
し
た
。

（
19
） 

小
子
何
述
＝
注（
15
）に
同
じ
。

（
20
） 

天
何
言
哉
…
百
物
生
焉
＝
注（
15
）に
同
じ
。

（
21
） 

看
得
破
＝『
中
国
語
』
に
、「［
動
］⃝

白
看
破
で
き
る
。
本
質
を
見
き
わ
め
、
結
末
を
見
と
ど
け
ら
れ
る
」（p.1703

）
と
あ
る
。

（
22
） 

會
＝「
理
会
」
に
同
じ
。
理
解
す
る
こ
と
。

（
23
） 

也
＝
底
本
は
「
也
」
を
下
文
の
「
非
是
未
尋
得
」
に
続
け
て
、「
也ま

た
」
と
訓
ま
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
朱
子
全
書･

和
刻
本
の
句

読
に
従
う
。
嘉
点
本
『
中
庸
輯
略
』
に
引
用
さ
れ
た
本
文
も
同
様
で
あ
る
。

（
24
） 

非
是
＝『
中
国
語
』
に
、「［
動
］⃝

白
（
…
で
）
な
い
。
多
く
『
而
是
』
と
連
用
。
＝
不
是
」（p.903

）
と
あ
る
。「
非
是
」
は
「
…
に
非あ

ら是
ず
」
と

訓
読
し
た
。

（
25
） 

無
去
處
説
＝「
去
処
」
は
『
中
国
語
』
に
、「［
名
］
①
行
き
先
②
場
所
、所
③
点
、と
こ
ろ
④
至
る
所
、行
く
先
々
」（p.2509

）
と
あ
る
。『
朱
子 
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語
類
』
に
は
「
無
去
処
」
の
用
例
が
頻
出
す
る
。
こ
こ
で
は
「
去
処
」
を
「
場
所
」
と
解
し
、「
道
は
捜
し
求
め
て
ど
こ
に
あ
る
と
説
く
必
要
が
な
い

ほ
ど
明
白
で
あ
る
」
の
意
に
取
っ
た
。「
無
去
処
説
」
は
「
去ゆ

く
処
無
き
の
説
な
り
」
と
訓
読
し
て
、「（
幻
妄
観
に
よ
っ
て
一
つ
の
真
理
を
）
捜
し
求

め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
が
、
恐
ら
く
は
行
く
あ
て
も
な
い
〔
虚
無
の
〕
説
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
と
現
代
語
訳
す
る
こ
と
も
可
能
か
と
思

わ
れ
る
。
嘉
点
本
『
中
庸
輯
略
』
に
引
用
さ
れ
た
箇
所
は
「
去
る
処
無
く
し
て
説
く
」（
六
丁
表
）
と
訓
読
さ
れ
て
い
る
。
山
崎
闇
斎
も
同
じ
よ
う
に

解
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、後
考
に
俟
ち
た
い
。
山
崎
闇
斎
が
『
文
会
筆
録
』
六
之
二
〔
中
庸
〕（
ぺ
り
か
ん
社
『
新
編　
山
崎
闇
斎
全
集
』

第
二
巻
、p.306
）
に
引
用
し
て
い
る
「
程
允
夫
に
答
う
（
答
程
允
夫
）」
第
七
書
の
後
半
の
問
答
（『
朱
文
公
文
集
』
巻
四
一
、p.1875

）
は
、
こ
の

箇
所
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
。

　
　

 〔
孔
子
は
〕「
天
は
何
か
言
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
四
季
は
巡
り
、万
物
が
育
成
し
て
い
る
。
天
は
何
か
言
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
」〔
と
言
わ
れ
た
〕。 

洵わ
た
し（

程
洵し

ゅ
ん、

字
は
允い

ん
夫ぷ

）
は
〔
以
下
の
よ
う
に
〕
考
え
ま
す
、「『
四
季
は
巡
り
、
万
物
が
生
育
す
る
』
の
は
、
い
ず
れ
も
天
命
が
広
く
行
わ
れ
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
道
理
は
た
い
そ
う
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
言
葉
に
表
し
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聖
人
の
道
も
や
は
り

こ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。〔
日
常
の
〕
動
静･

語
黙
、
道
で
は
な
い
も
の
は
な
く
、
言
葉
の
有
無
に
よ
っ
て
増
減
し
ま
せ
ん
。
言
葉
で
表
現
す
る

の
は
や
む
を
得
ず
学
ぶ
者
の
た
め
に
発
し
た
だ
け
で
す
。
明
道
（
程
顥
）
先
生
が
『
も
し
〔
孔
子
の
〕
言
葉
に
つ
い
て
〔
そ
の
真
意
を
〕
見
ぬ

い
た
ら
、
す
ぐ
に
疑
い
も
な
く
禅
を
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
』
と
〔『
河
南
程
氏
遺
書
』
の
首
篇
で
〕
言
わ
れ
た
の
は
、
こ
の
〔
孔
子
の
〕
言
葉
の

中
に
禅
〔
禅
問
答
み
た
い
な
も
の
〕
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
聖
人
の
道
は
、
は
っ
き
り
と
し
て
明
ら
か
で
、
こ

の
点
が
明
瞭
に
分
か
り
さ
え
す
れ
ば
、
道
は
ち
ゃ
ん
と
あ
る
の
で
す
。
必
ず
し
も
参
禅
し
て
道
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」。

　
　

 〔
朱
熹
の
論
評
〕
こ
の
よ
う
に
弁
別
す
る
の
は
、
た
い
そ
う
み
ご
と
だ
。
近
ご
ろ
た
い
そ
う
こ
の
〔
程
顥
の
〕
言
葉
に
悩
ま
さ
れ
る
者
が
い
て
、

常
に
こ
の
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
〔
程
洵
の
よ
う
に
〕
明
快
に
〔
理
解
〕
で
き
て
い
な
い
（「
天
何
言
哉
。
四
時
行
焉
、
百

物
生
焉
。
天
何
言
哉
」。
洵
竊
謂
、「『
四
時
行
、
百
物
生
』、
皆
天
命
之
流
行
、
其
理
甚
著
、
不
待
言
而
後
明
。
聖
人
之
道
亦
猶
是
也
。
行
止
語

黙
無
非
道
者
、
不
為
言
之
有
無
而
損
益
也
。
有
言
、
乃
不
得
已
為
学
者
発
耳
。
明
道
先
生
言
、『
若
於
此
上
看
得
破
、
便
信
是
会
禅
』、
亦
非
為

此
語
中
有
禅
。
蓋
言
聖
人
之
道
坦
然
明
白
、
但
於
此
見
得
分
明
、
則
道
在
是
矣
。
不
必
参
禅
以
求
之
也
」。
如
此
弁
別
甚
善
。
近
世
甚
有
病
此
言

者
、
毎
以
此
意
曉
之
。
然
不
能
如
是
之
快
也
） 

（
牛
尾　
弘
孝
）
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［
二
］

王
彦
霖）

1
（

問
立

）
2
　（

德
進

）
3
　（

德
先
後
。
曰
、「
此
有
二
。
有
立
而
後
進
、
有
進
而
至
於

）
1

（
校

立
。
立
而
後
進
、
則
是
卓
然
［
一
作
立
］
定

）
4
　（

後
有
所
進
。
立 

則
是
『
三
十
而
立
』）

5
（

、
進
則
是
『
吾
見
其
進
也
』）

6
（

。
有
進
而
至
於

）
2

（
校

立
、
則
進
而
至
於

）
2

（
校

立
道
處
也
、
此
進
是
『
可
與
適
道
』）

7
（

者
也
、
立
是
『
可

與
立
』）

8
（

者
也
。」

【
校
注
】（
校
１
）
於=
朱
子
全
書
本
・
南
宋
本
は
「
于
」
に
作
る
。

　
　
　
　
（
校
２
）
於=

朱
子
全
書
本
・
和
刻
本
・
南
宋
本
は
「
于
」
に
作
る
。

　
　
　
　
　
　

＊

王
彦
霖
、
德
に
立
つ
と
德
に
進
む
と
の
先
後
を
問
う
。
曰
く
、「
此
れ
に
二
つ
有
り
。
立
ち
て
後
に
進
む
有
り
、
進
み
て
立
つ
に
至
る
有 

り
。
立
ち
て
後
に
進
む
は
、
則す

な
わ是

ち
卓
然
［
一
に
立
に
作
る
］
と
し
て
定
ま
り
て
後
に
進
む
所
有
る
な
り
。
立
つ
は
則
是
ち
『
三
十
に
し
て 

立
つ
』
な
り
、
進
む
は
則
是
ち
『
吾
れ
其
の
進
む
を
見
る
』
な
り
。
進
み
て
立
つ
に
至
る
こ
と
有
る
は
、
則す

な
わ

ち
進
み
て
道
に
立
つ
處
に
至

る
な
り
。
此
の
進
む
は
是
れ
『
與と

も

に
道
に
適ゆ

く
可べ

き
』
者
な
り
、
立
つ
は
是
れ
『
與
に
立
つ
可
き
』
者
な
り
」
と
。

　
　
　
　
　
　

＊

王
彦
霖
が
、「
立
德
」
と
「
進
徳
」
と
い
う
徳
の
工
夫
の
先
後
に
つ
い
て
質
問
し
た
。〔
程
顥
が
答
え
て
〕
言
っ
た
。「
此
れ
に
は
二
つ
の

場
合
が
あ
る
。〔
徳
に
〕
立
っ
た
後
に
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
場
合
と
、
進
ん
で
い
っ
て
〔
徳
に
〕
立
つ
場
合
だ
。〔
徳
に
〕
立
っ
た
後
に
さ

ら
に
進
ん
で
い
く
と
い
う
の
は
、
山
が
す
っ
く
と
聳
え
て
動
か
ぬ
よ
う
に
立
つ
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
の
だ
。
こ
の
場

合
の
立
つ
は
、〔
孔
子
が
自
分
の
道
徳
修
養
の
過
程
を
説
明
し
た
中
の
〕『
三
十
歳
で
自
立
し
た
』
に
当
た
り
、
進
む
は
、〔
孔
子
が
顔
淵

の
道
徳
修
養
の
在
り
方
を
称
え
た
〕『
私
は
顔
回
が
常
に
進
ん
で
い
く
姿
を
見
た
』
に
当
た
る
。
進
ん
で
い
っ
て
〔
徳
に
〕
立
つ
に
至
る

と
い
う
の
は
、
進
ん
で
い
っ
て
道
に
立
つ
地
点
に
至
る
と
い
う
こ
と
だ
。
此
の
場
合
の
進
む
は
、〔
孔
子
が
互
い
に
学
問
修
養
に
励
む
朋

友
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
た
中
の
〕『
共
に
道
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
』
に
当
た
り
、
立
つ
は
、『
共
に
理
想
の
地
点
に
立
つ
こ
と
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が
で
き
る
』
に
当
た
る
」
と
。

　
　
　
　
　
　

＊

（
１
）
王
彦
霖
＝
王
彦げ

ん
り
ん霖

（
一
〇
四
三
～
一
〇
九
三
）、
諱
は
巌が

ん
そ
う叟

、
彦
霖
は
字
で
あ
る
。
本
貫
は
大
名
府
清
平
（
今
の
山
東
省
の
臨
清
）。「
こ
と
ば
よ
り

前
に
文
字
を
覚
え
た
」（「
幼
時
、
語
未
正
已
知
文
字
」『
宋
史
』
巻
三
四
二
）（p.1089

）
と
い
い
、
嘉
祐
六
年
（
一
〇
六
一
）
十
八
歳
の
時
、
経
学

教
育
の
充
実
を
期
し
て
新
設
さ
れ
た
明
経
科
に
応
試
し
、
郷
試
、
省
試
、
廷
試
で
首
席
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
三
元
の
秀
才
で
あ
る
。
科
挙
の
花
形
の

進
士
科
及
第
で
は
な
い
が
、
そ
の
能
力
と
研
鑽
の
ほ
ど
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
煕
寧
年
間
（
一
〇
六
八
～
一
〇
七
七
）、
政
界
の
重
鎮
で
王
安
石
の
新

法
に
反
対
し
て
北
京
（
北
宋
の
副
都
、
大
名
府
に
置
か
れ
た
）
の
長
官
に
転
じ
て
い
た
韓
琦
（
一
〇
〇
八
～
一
〇
七
五
）
の
知
遇
を
得
、
そ
の
幕
僚

と
な
る
。
韓
琦
晩
年
二
年
間
の
濃
密
な
交
流
の
中
で
、
聞
き
取
っ
た
韓
琦
の
言
行
を
ま
と
め
た
も
の
が
「
韓
魏
公
別
録
」
で
、
韓
琦
の
人
物
像
や
思

想
を
理
解
す
る
に
貴
重
な
文
献
で
あ
り
、
同
時
に
若
い
王
彦
霖
が
何
を
学
ん
だ
か
そ
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
に
台
諫
に
あ
っ
て
、
王
安

石
批
判
の
急
先
鋒
と
し
て
鳴
ら
し
た
王
彦
霖
の
原
点
が
韓
琦
と
の
出
会
い
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
元
豊
末
年
（
一
〇
八
五
）
に
地
方
官
か
ら

監
察
御
史
に
抜
擢
さ
れ
、
元
祐
初
の
二
年
半
を
言
路
官
（
監
察
御
史
、
左
司
諫
、
侍
御
史
）
と
し
て
仕
え
、
旧
法
党
陣
営
の
新
進
と
し
て
論
陣
を
張

る
が
、
南
宋
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
皇
朝
名
臣
奏
議
』
に
は
そ
の
上
奏
文
が
四
十
六
編
収
載
さ
れ
、
司
馬
光
、
欧
陽
脩
に
次
い
で
多
く
、
諫
争
を
本
分

と
す
る
言
路
官
と
し
て
の
評
価
は
高
い
。
し
か
し
旧
法
党
内
で
の
党
争
に
も
巻
き
込
ま
れ
、
新
法
党
の
巻
き
返
し
に
遭
い
、
元
祐
八
年
（
一
〇
九
三
）

地
方
に
遷
さ
れ
て
程
な
く
逝
去
し
た
。
享
年
五
十
一
。
楷
書
の
大
家
と
し
て
も
知
ら
れ
、
王
巌
叟
と
い
え
ば
中
国
で
は
書
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

二
程
と
の
関
係
で
は
、
元
祐
元
年
（
一
〇
八
六
）
に
上
奏
さ
れ
た
彼
の
「
薦
程
頤
疏
」（
旧
版
『
全
宋
文
』
第
五
〇
冊
所
収
）
が
注
目
さ
れ
る
。「
伏

し
て
見
る
に
西
京
国
子
館
教
授
の
程
頤
、
学
は
聖
人
の
精
微
を
極
め
、
行
は
君
子
の
純
粋
を
完
う
せ
り
。
早つ

と
に
兄
の
顥
と
倶
に
德
名
を
以
て
時
に
顕

は
る
。
陛
下
、
方
に
顥
を
用
い
ん
と
欲
す
る
も
顥
卒
す
。
賢
士
大
夫
相
い
共
に
咨
嗟
せ
ざ
る
は
無
く
、
以
て
朝
廷
の
恨
み
と
為
せ
り
（
伏
見
西
京
國

子
監
教
授
程
頤
、
學
極
聖
人
之
精
微
、
行
全
君
子
之
純
粋
。
早
與
兄
顥
倶
以
德
名
顕
于
時
。
陛
下
方
欲
用
顥
而
顥
卒
。
賢
士
大
夫
無
不
相
與
咨
嗟
、

以
爲
朝
廷
之
恨
）」。
ま
た
、
朱
熹
は
『
三
朝
名
臣
言
行
録
』
巻
一
二
之
二
で
主
に
彦
霖
の
友
人
・
張
芸
叟
の
書
い
た
墓
誌
銘
を
材
料
に
そ
の
言
行
を

紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
公
は
學
に
於
い
て
窺
わ
ざ
る
無
く
、
詩
、
易
、
春
秋
に
皆
な
傳
記
有
り
。
漢
、
唐
の
諸
史
、
略
ぼ
擧
げ
て
成
誦
し

て
、
動

や
や
も
すれ

ば
數
百
言
な
り
。
其
の
文
を
爲
る
や
閎
深
含
暢
、
語
は
省
に
し
て
理
は
該か

ね
、
尤
も
深
く
制
誥
の
體
を
得
た
り
。
然
れ
ど
も
平
居
未
だ
嘗
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て
文
采
を
露
し
て
知
聞
を
矜
る
を
見
ざ
る
な
り
（
公
於
學
無
不
窺
、
詩
、
易
、
春
秋
皆
有
傳
記
。
漢
、
唐
諸
史
、
略
擧
成
誦
、
動
數
百
言
。
其
爲
文

閎
深
含
暢
、
語
省
而
理
該
、
尤
深
得
制
誥
體
。
然
平
居
未
嘗
見
露
文
采
而
矜
知
聞
也
）」
と
あ
り
、
朱
熹
が
彼
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
ま
た
朱
熹
は
、『
伊
洛
淵
源
録
』
巻
一
四
で
二
程
と
の
学
問
関
係
を
略
述
し
、「
墓
碑
、
本
傳
は
、
其
の
行
事
を
記
す
こ
と
甚
だ
詳
し
け
れ

ど
も
、
然
れ
ど
も
其
の
学
問
の
源
流
に
は
及
ば
ざ
る
な
り
。
惟
だ
遺
書
の
前
編
に
其
の
答
問
有
り
て
、
其
の
集
中
に
も
亦
た
先
生
の
語
數
条
有
り
。 

又
た
明
道
を
祭
る
文
に
『
道
を
先
生
に
聞
く
』
の
語
有
り
。（
墓
碑
、
本
傳
記
其
行
事
甚
詳
、
然
不
及
其
學
問
源
流
也
、
惟
遺
書
前
編
有
其
答
問
、
而

其
集
中
亦
有
先
生
語
數
條
、
又
祭
明
道
文
有
「
聞
道
於
先
生
」
之
語
）」
と
も
述
べ
て
い
る
。
実
は
『
河
南
程
氏
遺
書
』、『
河
南
程
氏
外
書
』
を
通
し

て
王
彦
霖
が
登
場
す
る
の
は
本
条
を
含
む
連
続
し
た
三
条
の
み
（『
二
程
全
書
索
引
（
人
名
索
引
）』・
九
州
大
学
中
国
哲
学
研
究
室
編
参
照
）
で
あ
っ

て
、
朱
熹
は
こ
れ
を
明
道
と
の
問
答
と
見
て
い
る
ら
し
く
、『
論
語
精
義
』
子
罕
篇
で
も
二
条
取
り
上
げ
明
道
の
発
言
と
し
て
い
る
。『
学
案
』
が
明

道
同
調
と
す
る
の
は
こ
れ
ら
を
承
け
て
の
こ
と
だ
が
、
朱
熹
の
、
王
彦
霖
に
明
道
を
祭
る
文
が
あ
っ
て
「
道
を
先
生
に
聞
く
」
の
語
が
あ
り
、
著
作

集
に
二
程
の
語
が
数
条
あ
る
、
と
い
う
発
言
は
、
今
日
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
王
彦
霖
と
二
程
と
の
交
渉
を
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
た
だ
興
味
深
い
こ
と
に
『
邵
氏
聞
見
前
録
』
巻
一
一
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
煕
寧
癸
丑
（
六
年
）
の
春
、
大
名

の
王
荀
龍
、
字
は
仲
賢
、
洛
に
入
り
、
康
節
先
公
に
見
ゆ
。
其
の
議
論
勁
正
に
し
て
人
に
過
る
者
有
り
、
康
節
之
を
喜
ぶ
。
其
の
詩
に
和
し
て
（
中
略
）

仲
賢
の
子
、
名
は
巌
叟
、
字
は
彦
霖
。
元
祐
の
初
め
定
州
・
安
喜
縣
に
知
た
り
し
よ
り
召
さ
れ
て
監
察
御
史
と
爲
り
、
直
な
り
と
の
聲
有
り
。
後
に

簽
書
樞
密
院
に
位
す
。
彦
霖
父
子
は
皆
な
魏
公
（
韓
琦
）
の
客
な
り
。（
後
略
）（
煕
寧
癸
丑
春
、
大
名
王
荀
龍
字
仲
賢
入
洛
、
見
康
節
先
公
。
其
議

論
勁
正
有
過
人
者
、
康
節
喜
之
。
和
其
詩
曰
（
中
略
）
仲
賢
子
名
巌
叟
、
字
彦
霖
、
元
祐
初
自
知
定
州
安
喜
縣
召
爲
監
察
御
史
、
有
直
聲
。
後
位
簽

書
樞
密
院
。
彦
霖
父
子
皆
魏
公
（
韓
琦
）
客
（
後
略
））（
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊
『
邵
氏
聞
見
録
』、
中
華
書
局
、
一
九
八
三
）（p.202

～203

）。
当
時
、

新
法
に
反
対
し
て
下
野
し
て
い
た
程
顥
は
洛
陽
で
弟
子
の
教
育
に
当
た
っ
て
お
り
、
か
つ
邵
雍
（
康
節
）
と
も
濃
密
な
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え

る
と
、
程
顥
と
彦
霖
と
の
遭
遇
を
想
像
で
き
な
く
は
な
い
。
な
お
、
李
龥
の
書
い
た
二
程
門
人
・
劉
絢
（
一
〇
四
五
～
一
〇
八
七
）
の
墓
誌
銘
に
は
、

劉
絢
が
侍
御
史
の
王
彦
霖
の
推
薦
で
太
学
博
士
に
昇
進
し
た
こ
と
、
李
龥
と
は
義
理
の
従
兄
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
、
劉
絢
は
二
十
歳
の
時
に
程
顥
に

受
学
し
た
こ
と
、
李
龥
が
劉
絢
と
の
交
際
の
中
で
多
く
を
学
び
道
に
目
覚
め
た
こ
と
等
々
が
記
さ
れ
て
い
る
（『
伊
洛
淵
源
録
』
巻
八
）。
い
ず
れ
に

せ
よ
王
彦
霖
が
二
程
の
思
想
圏
内
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
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（
２
） 

立
德
＝
語
と
し
て
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
二
四
年
の
「
大
上
は
德
を
立
つ
る
有
り
、
其
の
次
は
功
を
立
つ
る
有
り
、
其
の
次
は
言
を
立
つ
る
有 

り
。
久
し
と
雖
も
廢
せ
ず
、
此
れ
を
之
れ
不
朽
と
謂
う
（
大
上
有
立
德
、
其
次
有
立
功
、
其
次
有
立
言
、
雖
久
不
廢
、
此
之
謂
不
朽
）」
が
初
出
で
、

問
答
の
際
に
も
こ
れ
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
左
伝
で
は
「
立
德
」
は
徳
の
完
成
段
階
を
意
味
す
る
が
、
本
条
は
道
徳
修
養
の
在
り
方
を 

巡
り
、
修
養
を
深
め
て
い
く
過
程
に
お
け
る
「
立
」
と
「
進
」
と
の
先
後
を
問
う
も
の
で
あ
る
。

（
３
） 

進
德=
本
条
の
後
の
第
五
条
に
『
周
易
』
乾
卦
文
言
伝
の
「
君
子
は
德
に
進
み
業
を
脩
む
。
忠
信
は
、
德
に
進
む
所
以
な
り
。
辭
を
修
め
其
の
誠

を
立
つ
る
は
、
業
に
居
る
所
以
な
り
（
君
子
進
德
修
業
、
忠
信
、
所
以
進
德
也
、
脩
辭
立
其
誠
、
所
以
居
業
也
）」
を
巡
っ
て
の
程
顥
の
持
論
が
展
開

さ
れ
て
い
る
が
、
本
条
と
内
容
的
に
主
旨
が
重
な
る
。

（
４
） 

卓
然
定
＝「
立
」
の
言
い
換
え
。「
卓
然
（
定
）」
は
「
高
く
聳
え
立
っ
て
い
る
」
の
意
で
「
定
」
を
修
飾
し
て
い
る
。
注（
３
）で
指
摘
し
た
第
五
条
の 

一
節
「
道
の
浩
浩
た
る
、
何
れ
の
處
に
か
手
を
下
さ
ん
。
惟
だ
誠
を
立
つ
れ
ば
、
纔わ

ず
かに

居
る
可
き
の
處
有
り
（
道
之
浩
浩
、
何
處
下
手
、
惟
立
誠
、

纔
有
可
居
之
處
）」（
底
本
、p.2
）
を
参
照
す
る
と
、
道
徳
修
養
の
過
程
で
い
わ
ば
修
養
に
立
ち
向
か
う
不
退
の
自
覚
を
持
つ
こ
と
、
修
養
の
た
め
の

起
点
を
獲
得
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
強
調
し
た
表
現
で
あ
る
。

（
５
） 

三
十
而
立
＝『
論
語
』
爲
政
篇
に
見
え
る
。

（
６
） 

吾
見
其
進
也
＝『
論
語
』
子
罕
篇
に
見
え
る
。「
德
行
に
は
顔
淵
・
閔
子
騫
・
冉
伯
牛
・
仲
弓
」（『
論
語
』
先
進
篇
）
と
孔
子
に
評
さ
れ
た
顔
回
が
、

日
に
日
に
新
た
な
る
よ
う
に
自
己
修
養
を
貫
い
た
そ
の
こ
と
を
孔
子
が
称
賛
し
た
言
葉
で
あ
る
。

（
７
） 

可
與
適
道
＝『
論
語
』
子
罕
篇
に
見
え
る
。

（
８
） 

可
與
立
＝『
論
語
』
子
罕
篇
に
見
え
る
。
注（
７
）（
８
）を
含
む
『
論
語
』
原
文
に
は
「
子
曰
く
、『
與
に
共
に
学
ぶ
可
し
、
未
だ
與
に
道
に
適
く 

可
か
ら
ず
。
與
に
道
に
適
く
可
し
、
未
だ
與
に
立
つ
可
か
ら
ず
。
與
に
立
つ
可
し
、
未
だ
與
に
権は

か
る
可
か
ら
ず
』。」（
子
曰
、「
可
與
共
學
、
未
可
與
適 

道
。
可
與
適
道
、
未
可
與
立
。
可
與
立
、
未
可
與
権
」。）
と
あ
る
。
な
お
『
粋
言
』
は
本
条
を
次
の
よ
う
に
文
語
訳
し
て
い
る
。「
王
彦
霖
が
再
度
尋

ね
た
。『
立
德
と
進
徳
と
で
は
ど
ち
ら
を
先
に
す
べ
き
で
す
か
』。
先
生
が
言
わ
れ
た
。『
立
つ
こ
と
が
で
き
て
ド
ン
ド
ン
と
先
に
進
む
の
が
、
最
上
だ
。

勇
気
を
出
し
て
努
力
し
て
立
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
二
番
手
だ
』。」（
彦
霖
再
問
、「
立
德
進
德
當
何
先
」、
子
曰
、「
有
既
立
而
益
進
者
、

上
也
、
有
勇
而
至
於
立
者
、
次
也
」。）（p.1188

） 

（
平
元　
道
雄
）
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［
三
］

王
彦

）
1
（

霖
以

）
2
（

爲
、「
人
之
爲
善
、
須
是
他
自
肯
爲
時
、
方
有
所
得
、
亦
難
強
」。
曰
、「
此
言
雖

）
3
（

是
人
須
是
自
爲
善
、
然
又
不
可
爲
。
如
此
却

都
不

）
4
（

管
他
。
蓋
有
教
焉
。『
修
道
之
謂
教
』、
豈
可
不
修
」。

　
　
　
　
　
　

＊

王
彦
霖
以お

も爲
え
ら
く
、「
人
の
善
を
爲
す
に
は
、須す

べ
か是

ら
く
他か

れ

自
ら
爲
す
を
肯
ん
ず
る
時
、方ま

さ

に
得
る
所
有
る
べ
し
。
亦
た
強
い
難
し
」
と
。

曰
く
、「
此
の
言
、
是
れ
人
は
須
是
ら
く
自
ら
善
を
爲
す
べ
し
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
又
た
爲
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
此
く
の
如
き
は 

却
っ
て
都す

べ

て
他
を
管
せ
ず
。
蓋
し
教き

ょ
う

有
り
。『
道
を
修
む
る
、
之
れ
を
教き

ょ
う

と
謂
う
』、
豈
に
修
め
ざ
る
べ
け
ん
や
」
と
。

　
　
　
　
　
　

＊

王
彦
霖
は
こ
う
考
え
て
〔
尋
ね
た
〕。「
人
が
善
を
行
う
場
合
、
本
人
が
心
か
ら
進
ん
で
善
を
行
い
た
い
と
願
っ
て
こ
そ
、
そ
の
善
行
か

ら
会
得
す
る
も
の
が
あ
る
。〔
だ
か
ら
善
行
を
〕
強
い
る
こ
と
は
難
し
い
」
と
。〔
程
顥
が
答
え
て
〕
言
っ
た
。「
あ
な
た
の
言
う
よ
う
に
、

人
は
是
非
と
も
自
分
か
ら
進
ん
で
善
行
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
中
に
は
で
き
な
い
者
も
い
る
。
た
だ
強
制
は
難
し
い
か
ら
と

本
人
の
意
向
に
任
せ
る
の
で
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
本
人
を
ほ
っ
た
ら
か
し
に
す
る
こ
と
だ
。
思
う
に
教
育
〔
と
い
う
営
み
の
存
在
理
由
〕

が
〔
こ
こ
に
〕
あ
る
。（『
中
庸
』
首
章
に
）『
道
を
修
む
る
、
之
れ
を
教き

ょ
う

と
謂
う
』
と
い
う
よ
う
に
、ど
う
し
て
〔
人
に
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
、

人
と
し
て
の
道
を
自
分
か
ら
進
ん
で
〕
修
得
し
な
い
で
す
ま
せ
ら
れ
よ
う
か
」
と
。

　
　
　
　
　
　

＊

（
１
） 

王
彦
霖
＝［
二
］
の
注（
１
）参
照
。

（
２
） 

以
爲
＝
本
条
の
内
容
を
『
粋
言
』
は
、
次
の
よ
う
に
文
語
訳
し
て
い
る
。「
王
彦
霖
曰
く
、『
人
の
善
に
於
け
る
や
、
必
ず
其
の
誠
心
も
て
爲
さ
ん

と
欲
す
れ
ば
、
然
る
後
に
得
る
所
有
り
。
其
の
欲
せ
ざ
れ
ば
、
以
て
人
に
強
い
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
』
と
。
子
曰
く
、『
是
れ
然し

か
ら
ず
。
其
の
自
ら
爲

す
に
任
せ
て
、
其
の
爲
さ
ざ
る
を
聴ゆ

る
さ
ば
、
則
ち
中
人
よ
り
以
下
は
、
自
ら
暴そ

こ
ない

自
ら
棄す

つ
る
む
者
衆
し
。
聖
人
の
教お

し
えを

立
つ
る
を
貴
ぶ
所
以
な
り
』

と
。」（
王
彦
霖
曰
、「
人
之
於
善
也
、
必
其
誠
心
欲
為
、
然
後
有
所
得
、
其
不
欲
、
不
可
以
強
人
也
」。
子
曰
、「
是
不
然
。
任
其
自
為
、
聴
其
不
爲
、
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則
中
人
以
下
、
自
暴
自
棄
者
衆
矣
。
聖
人
所
以
貴
於
立
教
也
」。）（p.1188

）　

因
み
に
、『
河
南
程
氏
遺
書
』
巻
一
か
ら
巻
一
〇
ま
で
の
中
で
、
二
程

の
区
別
を
し
な
い
各
条
に
つ
い
て
区
別
を
試
み
た
、
龐
万
里
『
二
程
哲
学
体
系
』（
北
京
航
空
航
天
大
学
出
版
社
、
一
九
九
二
）
で
は
、
王
彦
霖
の
三

条
を
表
現
と
内
容
の
上
か
ら
明
道
の
発
言
と
し
、
本
条
も
明
道
の
発
言
と
推
定
で
き
る
と
し
て
い
る
。（p.341

）

（
３
） 
雖
是
＝
底
本
・
朱
子
全
書
本
は
「
雖
」
の
係
り
を
「
是
」
ま
で
と
し
、「
此
の
言
是
な
り
と
雖
も
」
と
句
読
し
、
和
刻
本
は
「
雖
～
然
」
の
構
文
と

み
て
「
雖
是
人
須
是
自
爲
善
」
と
句
読
し
て
い
る
。『
粋
言
』
を
参
照
す
る
と
、
程
顥
は
王
彦
霖
の
「
強
制
は
で
き
な
い
」
と
の
観
点
を
容
認
し
て
は

い
な
い
の
で
、
和
刻
本
の
読
み
に
そ
っ
て
訓
読
、
口
語
訳
を
し
た
。

（
４
） 

不
管
＝「
構
わ
な
い
」
の
意
味
を
表
す
口
語
的
表
現
（『
大
漢
和
』）。

 
 

　 

※
程
顥
は
煕
寧
元
年
（
一
〇
六
八
）、
神
宗
に
「
学
校
を
修
め
、
師
儒
を
尊
び
、
士
を
取
ら
ん
こ
と
を
請
う
の
箚さ

っ
し子

（
請
修
学
校
尊
師
儒
取
士

箚
子
）」（
底
本
、p.448
）
を
奏
上
し
て
師
道
と
教
育
理
念
の
刷
新
を
唱
え
、
儒
教
教
育
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
年
譜
等
に
よ
れ
ば
地

方
官
時
代
は
住
民
の
教
育
に
心
を
配
り
、
王
安
石
の
新
法
に
反
対
し
て
下
野
し
た
後
は
、
洛
陽
を
拠
点
に
し
て
子
弟
の
教
育
に
力
を
注
い
だ
。

二
程
の
学
問
に
は
、
孔
子
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
教
育
者
と
し
て
の
一
面
が
濃
厚
で
あ
り
、『
遺
書
』
は
い
わ
ば
そ
の
成
果
で
も
あ
っ
た
。 

 

（
平
元　
道
雄
）

［
四
］

王
彦

）
1
（

霖
問
、「
道
者
一
心
也

）
2
　（

。
有
曰
『
仁
者
不
憂
』、
有
曰
『
知
者
不
惑
』、
有
曰
『
勇
者
不
懼
』）

3
（

、
何
也
」。
曰
、「
此）

4
（

只
是
名
其
德
爾
。
其
理 

一
也
。
得
此
道
而
不
憂
者
、
仁
者
之
事
也
。
因
其
不
憂
、
故
曰
此
仁
也
。
知
、
勇
亦
然
。
不

）
5
（

成
却
以
不
憂
謂
之
知
、
不
惑
謂
之
仁
也
。
凡
名 

其
德
、
千
百
皆
然
。
但
此
三
者
、
達

）
6
（

道
之
大
也
」。

　
　
　
　
　
　

＊
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王
彦
霖
問
う
、「
道
は
一
心
な
り
。『
仁
者
は
憂
え
ず
』
と
曰
う
こ
と
有
り
、『
知
者
は
惑
わ
ず
』
と
曰
う
こ
と
有
り
、『
勇
者
は
懼
れ
ず
』

と
曰
う
こ
と
有
る
は
、
何
ぞ
や
」
と
。
曰
く
、「
此
れ
は
只た

だ是
其
の
德
に
名
づ
く
る
の
み
。
其
の
理
は
一
な
り
。
此
の
道
を
得
て
憂
え
ざ

る
者
は
、
仁
者
の
事
な
り
。
其
の
憂
え
ざ
る
に
因
り
て
、
故
に
此
れ
仁
な
り
と
曰
う
。
知
・
勇
も
亦
た
然
り
。
却
っ
て
憂
え
ざ
る
を
以
て

之
を
知
と
謂
い
、
惑
わ
ざ
る
之
れ
を
仁
と
謂
う
と
成
さ
ず
。
凡
そ
其
の
德
に
名
づ
く
る
こ
と
、
千
百
皆
な
然
り
。
但
だ
此
の
三
者
は
、
達

道
の
大
な
る
も
の
な
り
」
と
。

　
　
　
　
　
　

＊

王
彦
霖
が
尋
ね
た
。「
道
と
い
う
も
の
は
〔
こ
の
〕
一
個
の
心
〔
の
こ
と
〕
で
す
。〔
な
の
に
孔
子
は
〕『
仁
者
は
憂
え
ず
』
と
言
っ
た
り
、

『
知
者
は
惑
わ
ず
』
と
言
っ
た
り
、『
勇
者
は
懼
れ
ず
』
と
言
っ
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
」
と
。〔
程
顥
が
〕 

言
っ
た
。「
孔
子
の
言
葉
は
、
た
だ
三
つ
の
德
の
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
言
葉
で
表
現
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
道
理
は
一
つ
だ
。〔
あ
な
た

の
言
う
〕
道
を
自
分
の
も
の
に
し
て
何
事
で
あ
れ
心
に
憂
い
を
持
た
な
い
の
は
、
仁
の
人
の
心
の
持
ち
方
だ
。
何
事
で
あ
れ
心
に
憂
い
を

持
た
な
い
と
い
う
点
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
心
の
持
ち
方
が
仁
で
あ
る
と
〔
孔
子
は
〕
言
っ
た
の
だ
。
知
や
勇
に
つ
い
て
も
ま
た
同
じ
こ

と
だ
。
ま
さ
か
、
憂
い
を
持
た
な
い
そ
の
こ
と
を
知
と
言
っ
た
り
、
迷
い
を
持
た
な
い
そ
の
こ
と
を
仁
と
言
っ
た
り
は
し
ま
い
。
そ
も

そ
も
人
の
德
を
言
葉
で
説
明
す
る
と
な
る
と
、
人
の
持
ち
得
る
さ
ま
ざ
ま
な
德
の
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

話
題
に
し
て
い
る
知
・
仁
・
勇
の
三
つ
の
徳
は
、
誰
も
が
自
分
の
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
德
の
大
き
な
も
の
だ
」
と
。

　
　
　
　
　
　

＊

（
１
） 

王
彦
霖
＝［
二
］
の
注（
１
）参
照
。

（
２
） 

道
者
一
心
也
＝『
書
経
』
大
禹
謨
の
「
人
心
惟
れ
危
う
く
、
道
心
惟
れ
微
か
な
り
（
人
心
惟
危
、
道
心
惟
微
）」
の
「
道
心
」
の
よ
う
に
、
本
来
人

間
の
心
に
は
、
道
と
一
つ
の
心
が
あ
る
と
い
う
の
が
儒
者
の
信
念
で
あ
る
が
、
心
と
道
と
を
一
つ
の
次
元
で
と
ら
え
、
道
と
一
枚
に
な
っ
た
心
の
あ

り
方
を
理
想
と
す
る
王
彦
霖
の
考
え
方
を
吐
露
し
た
言
葉
。
本
来
道
心
と
い
う
一
言
で
す
ま
す
べ
き
な
の
に
、
孔
子
が
そ
れ
を
仁
・
知
・
勇
な
ど
と

言
い
分
け
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
の
が
質
問
の
趣
意
で
あ
る
。

（
３
） 

仁
者
不
憂
…
勇
者
不
懼
＝『
論
語
』
憲
問
篇
の
句
で
、
い
わ
ゆ
る
三
德
と
呼
ば
れ
る
も
の
。『
論
語
』
に
は
同
じ
表
現
が
子
罕
篇
に
も
あ
り
、「
知
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者
不
惑
、
仁
者
不
憂
、
勇
者
不
懼
」
と
並
べ
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
程
顥
に
こ
の
違
い
を
話
題
に
し
た
発
言
が
あ
り
、「
知
・
仁
・
勇
の
三
者
は
天
下

の
達
德
に
し
て
、
學
の
要
な
り
（
知
仁
勇
三
者
天
下
達
德
、
學
之
要
也
）」（
底
本
、p.126

）、「『
仁
者
は
憂
え
ず
、
知
者
は
惑
わ
ず
、
勇
者
は
懼
れ
ず
』

と
は
、
徳
の
序
な
り
。『
知
者
は
惑
わ
ず
、
仁
者
は
憂
え
ず
、
勇
者
は
懼
れ
ず
』
と
は
、
學
の
序
な
り
。
知
は
以
て
之
を
知
り
、
仁
は
以
て
之
を
守
り
、

勇
は
以
て
之
を
行
う
（
仁
者
不
憂
、
知
者
不
惑
、
勇
者
不
懼
、
德
之
序
也
、
知
者
不
惑
、
仁
者
不
憂
、
勇
者
不
懼
、
学
之
序
也
、
知
以
知
之
、
仁
以

守
之
、
勇
以
行
之
）」（
底
本
、p.125

）
と
言
う
。
な
お
興
味
深
い
こ
と
に
、
前
引
中
の
、
三
徳
の
現
れ
と
し
て
の
具
体
的
行
為
の
説
明
で
あ
る
「
以

知
之
、
仁
以
守
之
、
勇
以
行
之
」
を
用
い
た
表
現
が
王
彦
霖
の
文
章
に
あ
る
。
そ
れ
は
元
豊
八
年
（
一
〇
八
五
）
九
月
の
日
付
を
持
つ
宣
仁
皇
后
に

上
奏
し
た
「
宣
仁
皇
后
に
上
り
て
賢
佞
を
察
す
る
の
説
を
論
ず
（
上
宣
仁
皇
后
論
察
賢
佞
之
説
）」
と
題
す
る
も
の
で
、「
孔
子
曰
く
、『
知
・
仁
・
勇

の
三
者
は
、
天
下
の
達
德
な
り
』
と
。
伏
し
て
惟お

も
う
に
、
太
皇
太
后
陛
下
、
知
は
以
て
之
を
知
る
に
足
り
、
仁
は
以
て
之
を
守
る
に
足
り
、
勇
は
以

て
之
を
行
う
に
足
れ
り
（
孔
子
曰
、「
知
仁
勇
三
者
、
天
下
之
達
德
」。
伏
惟
太
皇
太
后
陛
下
知
足
以
知
之
、
仁
足
以
守
之
、
勇
足
以
行
之
）。」（
旧
版

『
全
宋
文
』
第
五
〇
冊
所
収
）
と
あ
り
、
ほ
ぼ
本
条
と
同
様
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

（
４
） 

此
＝
本
条
に
は
「
此
」
が
四
回
用
い
ら
れ
、
主
語
（
此
れ
）、
目
的
語
（
此
れ
を
）、
連
体
詞
（
此
の
）
の
丁
寧
な
読
み
分
け
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

因
み
に
、『
遺
書
』
中
で
は
「
此
」
が
一
六
七
〇
回
出
て
き
て
、
指
示
代
名
詞
と
し
て
は
使
用
頻
度
が
一
番
高
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。（
黄
錦
君
著 

『「
二
程
語
録
語
法
研
究
』（p.47

）
四
川
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
）

（
５
） 

不
成
＝『
大
漢
和
』
に
「
云
々
と
は
い
え
な
い
。
ま
さ
か
云
々
で
は
あ
る
ま
い
。
宋
人
の
方
言
。」
と
説
明
す
る
よ
う
に
口
語
的
表
現
で
「
ま
さ

か
～
あ
る
ま
い
」
の
意
味
。
な
お
本
条
は
朱
熹
『
論
語
精
義
』（
子
罕
篇
）
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
朱
熹
は
「
不
成
却
以
～
謂
之
仁
也
」
を
「
豈
に

反
っ
て
憂
え
ざ
る
を
以
て
之
を
知
と
謂
い
、
惑
わ
ざ
る
之
を
仁
と
謂
う
可
け
ん
や
（
豈
可
反
以
不
憂
謂
之
智
、
不
惑
謂
之
仁
乎
）」
と
文
語
訳
の
形
に

直
し
て
い
る
。

（
６
） 

達
道
＝『
中
庸
』
章
句
本
第
二
二
章
の
「
知
・
仁
・
勇
の
三
者
は
、
天
下
の
達
德
な
り
（
知
仁
勇
三
者
天
下
達
德
也
）」
に
基
づ
く
表
現
だ
が
、
原

文
の
「
德
」
を
「
道
」
と
言
い
換
え
た
。
王
彦
霖
の
「
道
者
一
心
也
」
に
応
じ
る
た
め
の
修
辞
で
あ
ろ
う
。 

（
平
元　
道
雄
）
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［
五
］

蘇
季

）
1
（

明
嘗
以
、
治
經
爲
傳
道
居
業
之
實
、
居
常
講
習
、
只
是
空

）
2
（

言
無
益
。
質
之
兩
先
生
。
伯
淳
先
生
曰
、「『
修
辭
立
其）

3
（

誠
』、
不
可
不
仔
細
理 

會
。
言
能
修
省
言
辭
便
是
要
立
誠
。
若
只
是
修
飾
言
辭
爲
心
、
只
是
爲
僞
也
。
若
修
其
言
辭
正
爲
立
己
之
誠
意
。
乃
是
體
當
自
家
『
敬
以 

直
内
、
義
以
方
外

）
4

　
 （

』
之
實
事
。
道
之
浩
浩
何
處
下
手
。
惟
立
誠
才
［
一
作
方
］
有
可
居
之
處
。
有
可
居
之
處
則
可
以
修
業
也
。『
終
日
乾
乾
』、

大
小
大
事
。
却
只
是
『
忠
信
所
以
進
德
』、
爲
實
下
手
處
、『
修
辭
立
其
誠
』、
爲
實
修
業
處
」。
正
叔
先
生
曰
、「
治
經
實
学
也
。『
譬
諸
草

木
區

）
5
（

以
別
矣
』。
道
之
在
經
、
大
小
遠
近
高
下
精
麤
、
森
列
於
其
中
。
譬
諸

）
1

（
校

日
月
在
上
、
有
人
不
見
者
、
一
人
指
之
不
如
衆
人
指
之
自
見
也
。 

如
『
中
庸
』
一
巻
書
、
自
至
理
便
推
之
於
事
。
如
國
家
有
九

）
6
（

經
及
歴
代
聖
人
之
迹
莫
非
實
學
也
。
如
登
九
層
之

）
7
（

臺
、
自
下
而
上
者
爲
是
。

人
患
居
常
講
習
空
言
無
實
者
、
蓋
不
自
得
也
。
爲
學
治
經
最
好
。
苟
不
自
得
、
則
盡
治
五
經
亦
是
空
言
。
今
有
人
、
心
得
識
達
所
得
多
矣
。

有
雖

　
（

（
校

好
読
書
、
却
患
在
空
虚
者
未
免
此
弊
」。

【
校
注
】（
校
１
）
諸=

南
宋
本
は
「
如
」
に
作
る
。

　
　
　
　
（
校
２
）
有
雖=

南
宋
本
は
「
雖
亦
」
に
作
る
。

　
　
　
　
　
　

＊

蘇
季
明
嘗
て
以
え
ら
く
、
治
經
は
傳
道
居
業
の
實
爲
り
、
居
常
の
講
習
は
只た

だ是
空
言
に
し
て
益
無
し
、
と
。
之
れ
を
兩
先
生
に
質
す
。
伯

淳
先
生
曰
く
、「『
辭
を
修
め
て
其
の
誠
を
立
つ
る
』
は
仔
細
に
理
會
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
能
く
言
辭
を
修
省
す
る
は
、

便
ち
是
れ
誠
を
立
て
ん
こ
と
を
要
す
。
若
し
只
是
言
辭
を
修
飾
す
る
を
心
と
爲
す
の
み
な
れ
ば
、
只
是
僞
を
爲
す
な
り
。
其
の
言
辭
を
修

む
る
が
若
き
、
正
に
己
の
誠
意
を
立
つ
る
を
爲
す
。
乃
是
ち
自
家
、『
敬
以
て
内
を
直
く
し
、
義
以
て
外
を
方
に
す
る
』
の
實
事
を
體
當
す
。 

道
の
浩
浩
た
る
、
何
の
處
に
か
手
を
下
さ
ん
。
惟
だ
誠
を
立
つ
る
の
み
。
才
［
一
に
方
に
作
る
］
に
居
る
べ
き
の
處
あ
り
。
居
る
べ
き
の

處
あ
れ
ば
則
ち
以
て
業
を
修
む
べ
き
な
り
。『
終
日
乾
乾
』
は
大
小
大
の
事
。
却
っ
て
只
是
『
忠
信
は
德
に
進
む
所
以
』
は
實
に
手
を
下

す
處
爲
り
。『
辭
を
修
め
て
其
の
誠
を
立
つ
る
』
は
、
實
に
業
を
修
む
る
處
爲
り
」
と
。
正
叔
先
生
曰
く
、「
經
を
治
む
る
は
實
学
な
り
。 
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『
こ
れ
を
草
木
の
區
し
て
以
て
別
あ
る
に
譬
う
』。
道
の
經
に
在
る
、大
小
遠
近
精
麤
、其
の
中
に
森
列
す
。
こ
れ
を
日
月
の
、上
に
在
る
に
、

人
の
、
見
ざ
る
者
有
る
に
譬
う
。
一
人
之
れ
を
指
す
よ
り
、
衆
人
之
れ
を
指
さ
し
て
自
ら
見
る
に
如
か
ず
。『
中
庸
』
一
巻
の
書
の
如
き
、

至
理
よ
り
便
ち
之
れ
を
事
に
推
す
。
国
家
に
九
經
有
り
、
及
び
歴
代
聖
人
の
迹
の
如
き
、
實
学
に
非
ざ
る
莫
き
な
り
。
九
層
の
臺
に
登
る

が
如
き
、
下
よ
り
し
て
上
る
者
を
是
と
爲
す
。
人
、
居
常
の
講
習
の
、
空
言
に
し
て
實
無
き
を
患
え
る
は
、
蓋
し
自
得
せ
ざ
れ
ば
な
り
。

学
を
爲
す
は
經
を
治
む
る
こ
と
最
も
好
し
。
苟
も
自
得
せ
ざ
れ
ば
則
ち
盡
く
五
經
を
治
む
る
も
亦
是
空
言
な
り
。
今
、
人
有
り
。
心
得
・

識
達
し
て
得
る
所
多
し
。
好
く
書
を
読
む
と
雖
も
却
っ
て
空
虚
を
患
う
者
有
る
は
、
未
だ
此
の
弊
を
免
れ
ず
」
と
。

　
　
　
　
　
　

＊

蘇
季
明
は
以
前
、
経
書
を
修
得
す
る
こ
と
は
道
を
伝
え
義
務
を
履
行
す
る
中
身
で
あ
り
、
日
常
の
講
習
は
空
言
に
す
ぎ
ず
、
何
の
役
に
も

立
た
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
両
先
生
に
質
問
し
た
。
伯
淳
先
生
が
い
う
に
は
、「『
言
葉
を
修
得
し
て
誠
を
確
立
す
る
』
こ
と
は
、

き
め
細
や
か
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
言
葉
を
修
得
す
る
た
め
に
は
誠
を
確
立
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
言
葉
を
操
る
こ
と
だ
け
を
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
偽
り
を
為
す
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
を
修

得
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
誠
意
を
確
立
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
自
身
の
、『
畏
敬
の
念
で
内
心
を
正
し
、
正
義
で
身 

体
を
律
す
』
と
い
う
真
実
を
身
に
着
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
広
々
と
し
た
道
、
こ
れ
を
体
得
す
る
た
め
に
は
、
一
体
何
処
か
ら
手
を

付
け
れ
ば
い
い
の
か
。
た
だ
誠
を
確
立
し
さ
え
す
れ
ば
、
自
分
の
居
場
所
は
わ
か
る
。
居
場
所
が
わ
か
れ
ば
、
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
も

で
き
る
。『
一
日
中
コ
ツ
コ
ツ
』
と
勤
め
る
の
は
大
事
な
こ
と
。『
忠
信
は
徳
に
進
む
所
以
』
の
方
は
、実
際
に
工
夫
を
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

言
葉
を
修
得
し
、
誠
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
実
際
に
義
務
を
履
行
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
。
正
叔
先
生
が
い
う
に
は
、「
経
書
を
修
得

す
る
こ
と
は
真
実
の
学
問
で
あ
る
。『
ち
ょ
う
ど
、
草
木
の
枝
葉
が
一
つ
一
つ
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
』。
大
小･

遠
近･

高
下･

精
粗
、
全
て
の
道
は
経
の
中
に
整
然
と
貫
か
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
、
日
月
が
上
に
あ
る
の
に
、
見
て
な
い
人
が
い
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
一
人
の
人
が
指
さ
す
よ
り
、
多
く
の
人
が
指
さ
し
て
自
分
で
分
か
ら
せ
る
よ
う
に
し
た
方
が
い
い
。『
中
庸
』
と
い

う
一
巻
の
書
物
と
な
る
と
、
事
実
を
究
極
の
真
理
か
ら
推
論
し
て
い
る
。
国
家
に
九
経
あ
り
、
さ
ら
に
は
歴
代
の
聖
人
の
事
跡
は
す
べ
て

実
学
で
な
い
も
の
は
な
い
。
九
層
の
臺
を
上
る
に
は
下
か
ら
上
る
の
が
正
し
い
方
法
で
あ
る
。
普
段
の
講
習
が
、
空
言
で
中
身
が
な
い
と
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悩
む
の
は
、
思
う
に
、
自
得
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
学
問
を
修
得
す
る
に
は
経
書
を
治
め
る
の
が
最
も
よ
い
方
法
で
あ
る
。
も
し
自
得
し

て
な
け
れ
ば
、
五
経
す
べ
て
を
治
め
た
と
し
て
も
空
言
に
す
ぎ
な
い
。
心
得
・
識
達
し
て
多
く
の
も
の
を
手
に
入
れ
た
人
が
い
る
と
す
る
。

好
く
読
書
し
て
も
空
虚
で
は
な
い
か
と
疑
う
な
ら
ば
、
ま
だ
こ
の
弊
害
を
免
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
。

　
　
　
　
　
　

＊

（
１
） 

蘇
季
明
＝
蘇
季
明
、
名
は
昞
、
季
明
は
字
、
武
功
の
人
。
張
載
に
学
び
、
の
ち
二
程
に
師
事
す
る
。
元
祐
の
末
、
呂
大
忠
の
薦
め
で
太
常
博
士
と 

な
る
。
世
に
武
功
先
生
と
称
す
。『
宋
史
』（
四
二
八
）、『
宋
元
学
案
』（
巻
二
）
他
。

（
２
） 

空
言
＝
一
般
的
に
は
中
身
の
伴
な
わ
な
い
言
葉
の
こ
と
。『
史
記
』（
太
史
公
自
序
）
に
、
孔
子
の
言
葉
と
し
て
「
我
、
こ
れ
を
空
言
に
載
せ
ん
と

欲
せ
ん
よ
り
、
こ
れ
を
行
事
に
見
わ
す
の
親
切
著
明
な
る
に
は
し
か
ざ
る
な
り
」
と
見
え
る
。

（
３
） 『
易
』（
乾
卦
文
言
伝
）
に
「
君
子
終
日
乾
乾
、
夕
惕
若
厲
无
咎
、
何
謂
也
。
子
曰
君
子
進
徳
修
業
、
忠
信
所
以
進
徳
也
修
辞
立
其
誠
所
以
居
業
也
」

と
見
え
る
。

（
４
） 

敬
以
直
内
義
以
方
外
＝『
易
』（
坤
卦
文
言
伝
）
に
見
え
る
。

（
５
） 『
論
語
』（
子
張
篇
）
に
「
譬
諸
草
木
區
以
別
矣
、
君
子
之
道
、
焉
可
誣
也
」
と
見
え
る
。

（
６
） 

九
經
＝
天
下
を
治
め
る
九
つ
大
道
（『
中
庸
』
章
句
本
第
二
〇
章
）

（
７
） 

九
層
之
臺
＝
九
層
も
重
な
る
た
か
ど
の
。『
老
子
』（
六
四
章
）
に
「
九
層
之
臺
、
起
於
塁
土
」
と
あ
る
。 

（
石
田　
和
夫
）


